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 「群馬県環境基本計画2021-2030」進捗状況調査結果 

 

１ 調査概要 

 

（１)調査目的 

本計画に定める施策展開の方向ごとに、個別事業の実施状況、環境指標の状況を経

年的に把握、点検することにより、今後の施策事業の効果的な推進や計画の見直しに

役立たせるとともに、本県環境行政に対する県民の理解を促進することを目的としま

す。 

 

（２)調査対象事業及び調査対象年度 

調査対象事業は、計画の体系に基づく環境関連施策213事業であり、2024(令和６)年

度の実績に対する調査です。 

 

（３)調査年月 

2025(令和７)年８月 

 

（４)調査方法 

次の①～③について、各事業担当課が進捗点検調査票を作成することにより実施し

ました。 

①各事業に関して、事業のねらい、事業概要、現状認識、今後の方針・課題 

②成果(結果)を示す指標の推移 

③事業評価 

 

２ 事業評価の集計結果 

 

 

Ａ 概ね妥当と
　　考える

Ｂ 部分的見直し
　　が必要

Ｃ 大幅な見直し
　　が必要

Ｄ 廃止・休止の
　　方向

事業数 39 5 － －

構成比 88.6% 11.4% － －

事業数 57 5 － 1

構成比 90.5% 7.9% － 1.6%

事業数 45 6 － －

構成比 88.2% 11.8% － －

事業数 52 4 － －

構成比 92.9% 7.1% － －

事業数 193 20 － 1

構成比 90.2% 9.3% － 0.5%
合計（213事業）

　　　　　　　　　　　　事業評価
施策展開の方向

４ 安全・安心で快適な
   生活環境づくり

３ 自然との共生と森林
   (もり)づくり

２ 持続可能な循環型社会
　 づくり

１ 地球温暖化対策の推進
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３ 施策展開の概要 

 

（１)地球温暖化対策の推進 

施策展開 2024(令和６)年度の主な取組状況 今後の方針・課題 

１ 脱炭素社会の実現に向けて 

温室効果ガスの

計画的排出削減 

・約400事業者(延べ数)から「排出量削減

計画」等の提出があり、内容の審査と公

表を行った。 

・約40事業者(延べ数)から「特定建築物再

生可能エネルギー設備等導入計画」等の

提出があり、内容の審査と公表を行っ

た。 

・県内への再生可能エネルギー導入や産業

分野でのグリーンイノベーション創出を

促進するため、民間投資を呼び込む観点

から長期的な目標や2035(令和17)年まで

の戦略を定める「グリーンイノベーショ

ン戦略2035」を策定した。 

・引き続き着実に運用していく。 

・これまでの施行状況等を踏まえて、条例

制度のあり方等について検討する。 

・今後の中間見直しに向けて、見直し事項

を検討する。 

省エネルギー対

策の促進 

・EA21(エコアクション21)地域事務局と共

同で、EA21認証・登録を目指すGS認定事

業者を支援する「集合コンサルティン

グ」を無料で実施し、EA21へのステップ

アップを支援した。 

・(公財)群馬県産業支援機構のビジネスサ

ポートBASEぐんま“ココカラ”において

マネージャーによる相談対応のほか、専

門家派遣による支援を実施しており、環

境マネジメントシステムの導入等に向け

た支援を充実させている。 

・約40事業者(延べ数)に「特定建築物排出

量削減計画」等の提出を求め、省エネル

ギー性能の高い建築物の新築・増改築を

促進した。 

・リース方式の活用により、県有施設(17

施設)の照明設備をLED化した。 

・事業者向け脱炭素セミナーでZEBの概要

や補助金等を説明。省エネお助け隊と連

携し、事業所の省エネ診断等を実施し

た。 

・「第３次群馬県循環型社会づくり推進計

画」の2023(令和５)年度進捗状況をとり

まとめ、群馬県環境審議会循環型社会づ

くり推進部会において委員による点検・

評価を受けた。 

・エコアクション21認証登録への意識啓

発、支援を行うとともに、自治体イニシ

アティブへの参加率向上のため、事業の

PR方法等を工夫する。 

・(公財)群馬県産業支援機構のビジネスサ

ポートBASEぐんま“ココカラ”におい

て、マネージャーによる相談対応や専門

家派遣事業等により、企業規模に見合っ

た環境マネジメントシステムの導入を支

援していく。 

・省エネルギー性能の高い建築物の新築・

増改築を促進する。 

・県有施設全体のうち、照明設備の原則

LED化を実施した施設の割合を2030(令和

12)年度までに100%とすることを目標

に、リースによる県有施設のLED化計画

を策定した。施設により工事とリースの

手法を使い分け、LED化を推進してい

く。 

・「脱炭素支援サービス」を実施し、県内

事業者のZEBに関する相談に専門家が応

じ、取組を支援する。 

・「第３次群馬県循環型社会づくり推進計

画」の策定から５年が経過することか

ら、これまでの取組状況や社会情勢の変

化等を踏まえて中間見直しを行う。 

自動車交通対策

の推進 

・子どものころから公共交通に親しんでも

らう取組として、県内の小学校でバスの

乗り方教室を実施した。 

・「GunMaaS」の普及、拡大に向けて、県

庁やJR駅等で登録相談会を約70回実施し

た。 

・2024(令和６)年度は伊勢崎市・沼田市・

館林市・安中市・みどり市・大泉町・甘

楽町において、立地適正化計画の改定・

・公共交通の利用者を増やしていくために

は、県民のマイカー依存からの意識転換

とともに、公共交通の利便性向上が不可

欠であることから、利便性向上施策と連

携して公共交通の利用促進を進めてい

く。 

・利用者一人ひとりが意識して交通手段を

選択するよう促すため、リーフレットの

配布や小学生に対する公共交通教室の開



 

102 

策定作業を進めた。 

・県道桐生伊勢崎線で自転車道の設置など

による自転車通行空間の整備を行うとと

もに、自転車の安全な利活用を促進する

企業と連携した取組や、県内の高校や駅

などにおいて、ヘルメットの着用促進な

どの安全な自転車利用に向けた啓発活動

を行った。 

催、県ホームページ等を通じ情報提供を

行い、公共交通機関の利用促進を図る。 

・環境負荷が低いまちづくりを推進するた

め、引き続き、市町村の立地適正化計画

の策定支援を行い、「まちのまとまり」

の維持に努める。 

・自転車の活用による環境への負荷の低減

を図るため、安全な自転車の通行空間の

確保に向けて計画的に整備を進めるとと

もに、ヘルメットの着用啓発などの安全

な自転車利用に向けた取組を推進する。 

県民や民間団体

の環境活動の促

進 

・県ホームページ、Ｘ及び広報資料等を活

用しセンターの活動を周知した。 

・県内各地域で推進員活動の基礎的知識・

技術の習得を目的とした研修を６回開催

し、69名が参加した。 

・地球温暖化の現状、温暖化防止に向けた

対策・施策、推進員の活動報告等、推進

員の今後の活動の参考になる情報を掲載

した情報誌「推進員ニュース」を３回作

成し、提供した。 

・地球温暖化防止活動推進センターは、地

球温暖化の現状及び温暖化対策の重要性

について啓発・広報活動を行うととも

に、地球温暖化防止活動推進員及び温暖

化防止活動を行う民間団体の支援も行う

温暖化防止活動の重要な拠点であること

から、引き続き、機会を捉えてセンター

及びセンターの活動を広報し、活動を支

援する。 

・推進員は、地域における温暖化対策活動

(自治会、町内会でのパンフレット配

布・出前講座講師、所属団体での研修講

師など)を行っており、家庭部門の温暖

化対策の強化が求められる中、今後、そ

の役割はますます重要となってくること

から、引き続き支援を継続していく。 

２ 気候変動適応策の推進 

気候変動の影響

に対する適応策

の推進 

・市町村向けに「気候変動適応法」の改正

について説明会を開催した。 

・2023(令和５)年度に作成したデジタルリ

ーフレットを用いて熱中症予防サポータ

ー企業と連携した熱中症注意喚起に取り

組んだ。 

・庁内の関係部局とワーキングを実施し取

組等の情報共有や来年度に向けた取組を

検討した。 

・他の地域気候変動適応センターの取組に

ついて情報収集を行い、今後の取組を検

討する。 

３ 再生可能エネルギーの導入促進・地産地消 

地域における自

立分散型電源の

普及推進 

・住宅用太陽光発電設備等導入資金融資制

度を継続し、32件、総額85,693千円の融

資を認定した。 

・事業用再生可能エネルギー設備等導入資

金を継続し、３件、総額41,300千円の融

資を認定した。 

・住宅用太陽光発電設備等共同購入事業を

2024(令和６)年度も実施し、1,363件の

申し込み、102件の成約に至った。 

・事業用太陽光発電設備等共同購入事業を

2024(令和６)年度も実施し、10件の申し

込みがあったが、成約には至らなかっ

た。(2025[令和７]年３月31日現在) 

・住宅用太陽光発電設備等初期費用0円事

業を継続し、４事業者の９プランが登録

され、事業通算48件の成約に至った。 

・事業用太陽光発電設備等初期費用０円事

・制度融資・共同購入事業・初期費用０円

事業を着実に実施する。 

・環境省や内閣府の交付金を活用し、太陽

光発電設備と蓄電池の導入経費の一部を

補助する。 

・上野村及び関連事業者と連携し、引き続

き地域マイクログリッドの構築を進め

る。 
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業を継続し、３事業者の３プランが登録

され、事業通算17件の成約に至った。 

・太陽光発電設備等導入支援事業費補助金

を実施し、個人向け177件、中小企業者

等向け70件、総額412,672千円の補助金

を交付した。 

・住宅用蓄電池導入支援事業費補助金を実

施し、個人向け205件、総額104,151千円

の補助金を交付した。 

・地域マイクログリッド事業「上野村モデ

ル」のうち「グリッドＡ」の稼働訓練を

実施した。 

太陽光発電の導

入促進 

・太陽光発電事業者に県内の保守点検事業

者の一覧を提供する仕組みを構築するた

め、継続して保守点検事業者を募集し、

県ホームページに保守点検事業者の情報

を公開している。 

・引き続き、これらの取組を着実に実施す

る。 

水力発電の導入

促進 

・霧積発電所の運転開始に向け、関係機関

との調整を図るとともに現地工事を推進

した。 

・ほたかのめぐみ かわば発電所の建設に

向け、実施設計及び関係法令の手続き等

を行った。 

・枯木沢みらい発電所の建設に向け、計画

用地に関する測量地質調査業務委託の契

約を完了した。 

・天狗岩植野(仮称)発電所建設事業の事業

化を決定した。 

・霧積発電所の完成に向け、発電所設備の

試験調整を行い、運転を開始する。 

・ほたかのめぐみ かわば発電所、枯木沢

みらい発電所、天狗岩植野(仮称)発電所

の建設を推進するとともに、新規発電所

の可能性調査を継続して行っていく。 

木質バイオマス

等の利用推進 

・林業・木材成長産業化促進対策交付金を

活用し、木質バイオマス施設等の整備支

援を行った。 

・2024(令和６)年度事業により木質バイオ

マス供給施設の整備を支援、利用施設整

備を2025(令和７)年度へ繰り越した(１

件)。 

・排出事業者及び処理業者への立入検査等

により、産業廃棄物の適正処理及びリサ

イクルの促進を指導した。 

・木質バイオマスエネルギーを利用促進す

る取組に対して引き続き支援を行う。 

・産業廃棄物焼却施設の設置計画の動向を

見ながら、発電施設等の導入による事前

協議手続の一部緩和を検討する。 

再生可能エネル

ギー導入促進の

ための技術支援 

・土地改良区から小水力発電の可能性に関

する調査及び建設に向けた相談を受け

た。 

・前橋市から小売電気事業者に提出する発

電計画の作成方法等に関する相談を受け

た。 

・富岡市から小水力発電の可能性及び水力

発電導入加速支援事業(補助金)の要件に

関する相談を受けた。 

・依頼があった市町村等へは適切な技術支

援を行っていく。 

４ 水素利用の普及促進 

水素の利用促進 ・環境省主催の水素利活用に向けた自治体

連絡会議(年１回開催)に参加し、国や他

都道府県での取組の把握を行った。 

・「板倉ニュータウンにおける地域マイク

ログリッド事業及び水素利活用事業」に

ついて設計を完了し、建設に着手した。 

・2024(令和６)年度の導入に向け、地域マ

・参加各社の個別課題を聞き取りつつ、意

見交換会と分科会の議論を通じて各メン

バーの取組を加速させるとともに、新た

なビジネスモデルの構築を支援する。 

・電力供給先であるグリーンブロックの分

譲に合わせ、2025(令和７)年度中の運用

開始を目指す。 
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イクログリッド及び水素設備等の基本設

計を実施。 

・環境省主催の水素利活用に向けた自治体

連絡会議(年１回開催)に参加し、国や他

都道府県での取組の把握を行った。 

・県内製造事業者向けの勉強会を開催し

た。 

・引き続き、これらの取組を着実に実施す

る。 

５ 二酸化炭素吸収源対策 

森林等の整備・

保全 

・森林が有する多面にわたる公益的機能を

持続的に発揮させるため、森林所有者等

が実施する再造林や間伐等に対して支援

し、再造林や間伐等の森林整備を実施し

た。 

・治山事業やぐんま緑の県民基金事業等に

より公益的機能が高度に発揮できる森林

の維持造成を行った。 

・森林の有する多面的機能を持続的に発揮

させるため、今後も皆伐再造林や間伐等

の森林整備を推進する必要があるが、高

コストや人手不足、獣害被害など、再造

林後の育成管理が課題である。 

・本事業は、森林の公益的機能の発揮が図

られることから今後も計画的に実施して

いく。なお、整備対象森林の隣接所有者

との境界確認等に必要な事務が増加した

ため、整備面積が減少しているが、引き

続き条件不利地等の森林整備を進める。 

６ フロン類排出抑制対策 

フロン類排出抑

制対策の推進 

・不用品回収業者について、県広報番組、

ホームページ等による注意喚起を行っ

た。 

・フロン類回収業者に対し、「使用済自動

車の再資源化等に関する法律(自動車リ

サイクル法)」の作業を遵守している

か、施設が基準に適合しているかを確認

するため立入検査を実施するとともに、

無登録、無許可の疑いがある業者への監

視指導を行った。 

・家電４品目の適正な回収方法と無許可の

不用品回収業者への引渡し防止の住民啓

発などを、市町村に対し依頼する。 

・フロン類回収業者に対し、立入検査を実

施し、法令順守の徹底を指導する。 

・自動車リサイクル法の無登録の疑いがあ

る業者、雑品スクラップを扱う業者への

監視指導を実施する。 

 

【関連指標】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

年度 数値 年度 数値 年度 数値
温室効果ガス排出量
　(排出削減量管理)

千t-CO2 2017 17,174 2022 14,218 2030 10,166

環境GS認定等事業者数
　(環境GS、EA21、ISO140001)

事業者 2018 3,123 2024 2,935 2030 4,700

再生可能エネルギー導入量 kWh/年 2019 56億 2023 66億 2030 77億

燃料用木質チップ
　・木質ペレット生産量

千㎥/年 2019 119 2023 162 2030 163

間伐等森林整備面積 ha/年 2019 1,990 2024 1,573 2030 3,100

指標 単位
計画策定時 最新データ 目標
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（２)持続可能な循環型社会づくり 

施策展開 2024(令和６)年度の主な取組状況 今後の方針・課題 

１ ５Ｒの推進 

５Ｒ(３Ｒ＋

Refuse＋

Respect)の普及

啓発、県民運動

等の促進 

・市町村や消費者団体、関係事業者で構成

する協議会において取組計画を協議し

た。 

・プラスチックごみ削減チラシや啓発物品

を作成し、県内小売店舗店頭・市役所前

で配布を行った。(店頭前啓発活動の再

開) 

・「第３次群馬県循環型社会づくり推進計

画」の2023(令和５)年度進捗状況をとり

まとめ、群馬県環境審議会循環型社会づ

くり推進部会において委員による点検・

評価を受けた。 

・協力店の存在意義が薄れてきているた

め、協議会として展開できる取組を検

討する必要がある。また、大手小売店

と連携した店頭前での啓発活動を再開

したが、今後拡大を図りより多くの地

域で啓発を行う必要がある。 

・「第３次群馬県循環型社会づくり推進

計画」の策定から５年が経過すること

から、これまでの取組状況や社会情勢

の変化等を踏まえて中間見直しを行

う。 

廃棄物の発生抑

制、資源循環の

推進に向けた市

町村との連携 

・県内市町村の一般廃棄物担当者意見交換

会を開催し、ごみ減量施策等に関する情

報提供や事例紹介を行った。 

・一部市町村と県が実施している食べきり

協力店制度について、希望者には相互に

同時登録を行った。 

・容器包装廃棄物や使用済小型家電その他

資源ごみについて、県民が利用しやすい

回収方法(宅配回収など)、回収ルートの

開拓、新たな回収拠点の整備及び既存の

回収品目の拡大について、市町村に対し

助言を行った。 

・市町村によって取組に差が大きいこと

から、先進的な事例等の情報提供を引

き続き行う。 

・食べきり協力店制度に係る連携を継続

する。 

・容器包装廃棄物や使用済小型家電その

他資源ごみについて、県民が利用しや

すい回収体制の構築や既存の回収品目

の拡大に関しては、市町村の一般廃棄

物処理計画立案時からの助言を行い、

全県的な取組を図る。 

生ごみ、紙・布

類のごみ等の減

量・リサイクル 

・県ホームページ、出前なんでも講座、そ

の他の講演等により、生ごみ減量の推進

に係る普及啓発を行った。 

・県内市町村の一般廃棄物担当者意見交換

会を開催し、ごみ減量施策等に関する情

報提供や事例紹介を行った。 

・県ホームページのほか、様々な機会を

とらえ、生ごみ減量の推進に係る普及

啓発を図る。 

・県内市町村に対し、引き続き有効な情

報提供を行う。 

リサイクル関連

産業の振興 

・再資源化に寄与するとともに周辺地域の

生活環境への配慮がなされている再生利

用施設への手続の簡素化を定めた「廃棄

物処理施設設置事前協議制度」を適切に

運用した。 

・「産業廃棄物処理施設設備資金制度」等

の事業者支援策を周知した。 

・2024(令和６)年度群馬県グリーン購入品

目別購入ガイドラインを制定し、全庁に

周知した。 

・制度を適正に運用・周知することで、

再生利用施設設置促進に向けて、事業

者を支援する。 

・ガイドラインを作成、周知し、グリー

ン購入の推進に努める。 

バイオマスの活

用推進 

・県庁各部局で構成される「群馬県バイオ

マス利活用推進連絡会議」と協力・連携

し、2023(令和５)年度のバイオマスの種

類ごとの賦存量及び利用量の進捗状況調

査等を実施した。 

・本県に豊富に存在するバイオマスを有効

活用した地域循環型システムの構築に向

けて、農林水産省交付金を活用し、民間

事業者が行う地域内のバイオマス(事業

系生ごみ)を活用したメタン発酵による

発電施設整備に要する費用の一部を補助

・県庁各部局で構成される「群馬県バイ

オマス利活用推進連絡会議」と協力・

連携し、「第３次群馬県循環型社会づ

くり推進計画(群馬県バイオマス活用推

進計画)」を総合的かつ計画的に推進す

る。 

・食品関連事業者等に対し食品リサイク

ルに関する法令や助成制度、優良事例

の紹介等を通じて食品循環資源の再利

用等の取組を促進する。また、国との

連携及び市町村との情報共有を行いな
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した。 

・Ｇメッセ群馬で開催された「第８回食品

ロス削減全国大会in群馬」において、食

品リサイクルのパネルを展示し、食品関

連事業者による食品循環資源の再利用を

啓発した。 

がら、食品リサイクルの普及を図って

いく。 

プラスチックご

みの削減 

・プラスチックごみ発生抑制の啓発を目的

として、３地点で河川水中のマイクロプ

ラスチック調査を実施し、その結果を公

表した。 

・啓発事業として、マイクロプラスチック

調査体験ツアーを２回実施した。 

・「ぐんまプラごみ削減取組店」登録店舗

の拡充を図るとともに、取組状況やプラ

スチックごみ削減実績を県ホームページ

で公表した。 

・県内で開催された５つのイベントにおい

て、リユース食器を導入し、イベントに

おけるプラスチックごみ等の削減とリユ

ース食器の利用について普及啓発を行っ

た。 

・改質リグニン等の木質バイオマスのマテ

リアル利用について情報収集を行った。 

・「プラスチック資源循環促進法」に基づ

くプラスチック使用製品廃棄物の分別収

集等について、市町村の実情や他県の先

進事例等も踏まえて技術的援助を行っ

た。 

・群馬県海岸漂着物対策推進地域計画に

基づき、県民が当事者意識を持ってプ

ラスチックごみの発生抑制対策に取り

組むよう、沿岸県と連携した啓発事業

を行う。 

・本県から海洋に流出するプラスチック

の実態把握のため、河川水中のマイク

ロプラスチック調査を実施し、得られ

た結果を一般に広く公表することによ

り、海岸漂着物問題に関する普及啓発

を行う。 

・登録店舗数を増加させ、削減取組の更

なる拡散・拡大を図る。 

・県主催のイベント等において、リユー

ス食器の活用を継続して実施し、普及

啓発を行っていく。 

・マイバッグやマイボトルの普及促進に

より、ワンウェイプラスチックの削減

を図っていく。 

・未利用材の新たな利用活用策として、

バイオベース新素材によるプラスチッ

ク代替の可能性を引き続き検討してい

く。 

・「容器包装リサイクル法」及び「プラ

スチック資源循環促進法」に基づく市

町村によるプラスチック資源回収量を

増加させるため、市町村に対して保管

施設及びリサイクル施設の設置等状況

や他県の先進事例等の情報を引き続き

提供していく。 

食品ロスの削減 ・食品ロス削減全国大会を開催し、食品ロ

ス「ゼロ」実現に向けた機運醸成を図っ

た。 

・「食べきり協力店」から「ぐんま食品ロ

ス削減推進店」に名称変更するととも

に、登録店舗の拡充を図った。 

・「３きり運動」や「30・10運動」の実践

について、取組の促進を図った。 

・フードバンクと食品関連事業者とのマッ

チング支援の未利用食品マッチングシス

テムを運用した。 

・県庁・地域機関、ぐんま環境フェスティ

バル及び食品ロス削減全国大会でフード

ドライブを実施した。 

・「ぐんま食品ロス削減推進店」登録店

舗の拡充を図る。 

・「３きり運動」や「30・10運動」の実

践について、市町村や環境アドバイザ

ー、関係機関・団体等と幅広く連携

し、各地域や事業者への浸透と取組の

促進を図る。 

・動画等を活用した情報発信によるフー

ドバンク活動の認知度向上、未利用食

品マッチングシステムの運用、フード

バンク同士のネットワーク強化、活動

空白地域におけるフードバンク新設支

援に取り組む。 

・県内全域にフードドライブの取組を拡

大し、家庭等における未利用食品の更

なる有効活用を図る。 

２ 廃棄物等の適正処理の推進 

一般廃棄物の適

正処理の推進と

・一般廃棄物処理施設等の立入検査を行

い、市町村が実施する一般廃棄物処理に

・市町村担当者への研修及び情報交換に

より施設の効率的な維持管理の促進を
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処理施設の広域

化 

対する指導及び助言を行った。 

・広域化による施設整備のための市町村の

協議において助言を行った。 

支援する。 

・立入検査等による施設の適正な維持管

理のための監督指導を行う。 

・交付金制度を活用した一般廃棄物処理

施設整備を支援する。 

・「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタ

ープラン」に基づき、一般廃棄物処理

の広域化を推進するとともに、2026(令

和８)年度末での計画期間終了に向け、

新たな長期広域化・集約化計画の策定

に着手する。 

産業廃棄物の適

正処理の推進と

処理施設の確保 

・排出事業者及び処理業者への立入検査等

により、産業廃棄物の適正処理及びリサ

イクルの促進を指導した。 

・廃棄物処理施設の設置等に関し、事前協

議規程を適切に運用し、地域理解の促進

等を図った。 

・排出事業者及び処理業者への指導を行

い、適正処理を推進させるとともに、

優良処理業者の育成を図る。 

・廃プラスチック類のリサイクル処理業

者のマッチングシステムを運用し、廃

棄物の再生利用を促進させる。 

有害物質を含む

廃棄物の確実な

処理の推進 

・低濃度PCB廃棄物等の掘り起こし調査と

して、PCB使用安定器の掘り起こし調査

用の事業者リストを使用し、低圧コンデ

ンサーを所有する可能性が高い事業者を

対象に、PCB適正処理推進員による立入

調査を実施した。 

・低濃度PCB廃棄物の保管事業者に対し必

要な指導等を行った。 

・掘り起こし調査の中で、高濃度PCB廃棄

物等が発見され、期間内の処分手続に係

る指導等を行った。 

・低濃度PCB廃棄物等の掘り起こし調査と

して、PCB適正処理推進員による立入調

査を継続する。 

・低濃度PCB廃棄物等について、処分期間

内の適正処理を指導する。 

・高濃度PCB廃棄物等が新規発見された場

合は、JESCOでの処理体制が確保されて

いる間に処分を完了させる。 

不適正処理対策

の強化 

・産廃110番による情報入手：32件 

・産廃Ｇメンによる巡視：延べ1,440人

日、6,020箇所 

・民間警備会社委託の休日等監視：140

日、延べ949箇所 

・啓発広報：群馬広報１回、エフエム群馬

１回 

・市町村職員の県職員併任発令：中核市を

除く33市町村109人(2024[令和６]年度

末) 

・廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定

締結機関：12機関・団体(2024[令和６]

年度末) 

・県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカ

イパトロール 19回 

・ドローン運用状況：使用回数29回(内

訳：廃棄物２回、土砂26回、その他１

回) 

・関係機関との連携により効率的に監視

指導や啓発活動等を実施し、廃棄物の

不適正処理事案の未然防止・早期発

見・早期解決に取り組む。特に新規事

案は迅速な初期対応で、特定した行為

者等に対して重点的な指導を行う。 

土砂埋立ての適

正化推進 

・土砂条例特定事業許可件数：許可６件、

変更許可２件 

・土砂条例制定市町村数： 29市町村

(2024[令和６]年度末) 

・関係機関との情報共有により、無届の

埋立て情報を把握し、必要な手続を行

うよう迅速に指導を行う。 

・汚染された土砂による埋立てが行われ

ないよう、定期的な土壌検査の実施

等、適切な進捗管理を行う。 

・市町村土砂条例の制定支援による隙間

のない監視指導体制の構築を推進す

る。 
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３ 災害廃棄物処理体制の強化 

広域的な災害廃

棄物処理体制の

強化 

・災害廃棄物処理計画が未策定の市町村に

対し、各市町村の進捗状況に合わせた支

援を実施した。 

・仮置き場運営のための、実地訓練を行っ

た。 

・「大規模災害時廃棄物対策関東地域ブロ

ック協議会」に参加し、国及び関東地方

の都県市と幅広く意見交換、情報交換を

行った。 

・災害廃棄物処理計画が未策定の市町村

に対し、各市町村の進捗状況に合わせ

た支援を実施する。 

・災害対応力向上のため市町村、一部事

務組合及び協定締結団体を対象に研修

や訓練等を実施する。 

・広域的な支援体制を維持するため、継

続して「大規模災害時廃棄物対策関東

地域ブロック協議会」に参加する。 

廃棄物処理施設

の強靭化の促進 

・循環型社会形成推進交付金制度等の事務

を通じ、環境基本計画期間中に施設整備

を計画している市町村に対し、耐震化や

災害拠点化のために必要な情報提供を行

った。 

・群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープ

ランに基づき広域化の協議中の市町村に

対し、情報提供を行った。 

・市町村等の廃棄物処理施設整備が円滑

に進むよう、引き続き、循環型社会形

成推進交付金制度等の事務及び各ブロ

ックの広域化協議会等の場における情

報提供により、支援を行う。 

４ 持続可能な社会を支える人づくり 

環境学習の推進 ・移動環境学習車「エコムーブ号」の利用

を活用し、児童生徒等に対して体験型の

環境学習の機会を提供する。 

・「動く環境教室」は学校等68件、行政21

件であり、環境学習サポーター数271名

を派遣し、学校を中心に県内で広く利用

されている。 

・環境アドバイザーの自然、温暖化、ごみ

及び広報の３部会１委員会の定期的な活

動を通して、環境アドバイザーとして環

境保全意識の向上が図られた。また、

「環境フォーラム2024」を開催し、環境

アドバイザー自らの活動を発表し意見交

換を行うことで、環境アドバイザー相互

の連携を深めた。 

・各学校からの事業要望を県が調整し、緑

のインタープリター等の講師を派遣し、

森林や環境に関する講話や学校周辺の自

然を活用したフィールドワークを実施し

た。実施期間は４月から２月、参加校数

は 58校 (全 83回 )、参加児童生徒数は

3,016人であった。 

・移動環境学習車「エコムーブ号」を活

用した「動く環境教室」事業は、教育

委員会との連携により、多く活用され

ているため、今後も教育委員会との連

携を強化することで、利用件数増を図

りたい。また、教育現場の実態に即し

た学習プログラムへの更新や、環境学

習サポーターの高齢化により、新たな

サポーターの確保が課題となってい

る。 

・環境アドバイザー制度は３年を登録期

間としており、2024(令和６)年度から

新たに第13期が始まっており、今後、

活動の輪を広げていく。 

・ぐんま環境学校(エコカレッジ)の修了

生や県内で開催される環境イベント等

で本制度をPRし、人材確保に努める。

また、継続して登録する環境アドバイ

ザーに対して研修等を行い、県が進め

る各施策との連携強化を積極的に行う

など、環境アドバイザーが各地域で自

主的に活動しやすい土台作りを行う。 

・講師の養成講座やフォローアップ研修

を行い、講師数の確保及びインタープ

リテーションの質向上を図る方針であ

る。講師の高齢化により、今後講師数

の減少が見込まれるため、講師確保が

課題である。また、学校からの要望が

多様化していることへの対応も必要で

ある。 

環境情報の提供

と共有化 

・環境学習・環境活動の総合窓口として、

動く環境教室の実施、環境学習資料の作

成、環境活動団体の情報収集及び提供、

環境アドバイザー連絡協議会事務局、こ

どもエコクラブ群馬県事務局等の役割を

果たした。SNSでの周知やイベント出展

・環境学習・環境活動の総合窓口とし

て、動く環境教室の実施、環境学習資

料の作成、環境活動団体の情報収集及

び提供、環境アドバイザー連絡協議会

事務局、こどもエコクラブ群馬県事務

局等の役割を果たした。また、目標値
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も多くあり、利用者数は目標値を上回っ

た昨年度を上回る数値となった。 

を達成はしたが、依然として環境学

習、環境活動の県の総合窓口であるこ

とが、一般に周知されていないことか

ら、引き続きサポートセンターからの

情報発信(ホームページ等)を強化する

ことが求められる。 

５ 多様な主体との連携・パートナーシップの強化、自主的取組の拡大 

県民・民間団体

の取組への支援 

・環境功績賞７件(個人６、団体１)、「ぐ

んま５つのゼロ宣言」実現貢献賞２件

(団体２)を表彰し、県ホームページや環

境白書で活動実績を紹介することによ

り、その功績を広く知らしめた。 

・農業者と地域住民などが行う、農地、農

業用水などの地域資源を保全管理する活

動や、景観形成などの農村環境を維持す

る活動及び農業用施設の長寿命化を図る

ための活動を支援した。 

・県が管理する道路や河川等を含む区域に

おいて、除草や地域の景観を向上させる

花植活動等の美化活動を自主的に行った

706団体に奨励金を交付した。 

・2024(令和６)年度の自治会除草等につい

て、河川においては322団体、砂防にお

いては32団体の協力が得られた。また、

河川の美化活動等を行った優良河川愛護

団体10団体、道路の美化活動等を行った

道路愛護団体17団体の表彰を行った。 

・市町村や各種団体との連携を強化し、

引き続き、地域に根ざした活動や「ぐ

んま５つのゼロ宣言」の実現に貢献す

る活動を行っている団体・個人を表彰

する。 

・農業・農村が有する多面的機能を維

持・発揮するため、地域が取り組む地

域資源等の保全管理活動及び農業用施

設の長寿命化を図る活動を支援する。

また、これらの活動が継続して行える

よう、研修や講習会を通じ活動組織を

支援していく。 

・地域住民が主体的に、自らの地域にあ

る身近な道路や河川等の維持管理活動

を担っていただき県民参加による美し

い県土づくりを支援する。 

・道路や河川等の愛護思想の普及啓発及

び地域活動の活性化のため、自治会や

学校など、地域の道路や河川等の愛護

活動を実施している県民の活動を支援

していく。 

事業者の取組の

促進 

・地元小学校に対して、株式会社チノー藤

岡事業所にあるビオトープや株式会社チ

ノーと高崎経済大学が共同開発したネイ

チャーゲームを通じて環境教育を実施し

た。 

・2024(令和６)年度は、「ぐんまDX技術革

新補助金」において９社、「ぐんま技術

革新チャレンジ補助金」において28社、

計37社を支援した。 

・産学官連携により開発した学習プログ

ラムを活用し、新たに「体験の機会の

場」となり得る企業等の情報収集や訪

問を重ね、産学官連携による協働事業

が可能な企業及び学校の発掘を行う。 

・環境・新エネルギー産業を始めとし

た、県内中小企業の新技術・新製品開

発を引き続き積極的に支援する。加点

要件である経営革新計画やBCP(事業継

続計画)の策定に加え、パートナーシッ

プ構築宣言の公表を「ぐんまDX技術革

新補助金」の申請要件に位置付けるな

ど、他施策との相乗効果を図りつつ、

採択件数の増加及び補助金の更なる活

用促進を目指す。 

行政が行う自主

的取組 

・施設ごとに温室効果ガス削減措置を設定

し、県の事務事業に伴う温室効果ガス排

出削減を図った。 

・県有財産への太陽光発電設備等導入事業

の事業者と基本協定を締結した。 

・リース方式を活用し、大規模・計画的

に照明設備のLED化を推進する。 

・県有財産への太陽光発電設備等導入事

業などにより、太陽光発電設備の設置

を進めていく。 
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【関連指標】 

 
 

（３)自然との共生と森林(もり)づくり 

施策展開 2024(令和６)年度の主な取組状況 今後の方針・課題 

１ 生物多様性の保全 

生物多様性の保

全 

・自然保護指導員兼監視員から報告された

情報を蓄積し、自然保護行政の基礎資料

として活用した。また、情報は必要に応

じて自然保護指導員にフィードバックす

るとともに、市町村にも提供した。 

・自然保護指導員兼監視員の知識向上のた

め、研修会の開催を行った。 

・尾瀬及び芳ヶ平湿地群の魅力を活かし、

実社会での課題解決に生かす教科横断的

な教育であるSTEAM教育「尾瀬ネイチャ

ーラーニング」を実施し、43校・団体

(うち芳ヶ平湿地群での実施：２校)に対

しガイド料及びバス代を補助した。 

・報告された情報を蓄積し、自然保護行

政の基礎資料として活用するととも

に、自然保護指導員兼監視員の知識向

上のため、研修会の開催を行う。 

・尾瀬サスティナブルプランにおいて尾

瀬及び芳ヶ平湿地群の魅力を活かし、

実社会での課題解決に生かす教科横断

的な教育であるSTEAM教育「尾瀬ネイチ

ャーラーニング」を展開。尾瀬及び芳

ヶ平湿地群の自然環境や観光資源の魅

力を活かした学びと体験により探究

的・教科横断的なSTEAM教育を実践す

る。 

２ 生態系に応じた自然環境の保全と再生 

多様な生態系の

保全 

・県レッドデータブック2022年改訂版を活

用し、有償頒布やホームページへの掲載

を通じて、広く周知を図った。 

・自然保護指導員兼監視員から報告された

情報を蓄積し、自然保護行政の基礎資料

として活用した。 

・急速な環境変化等に対応するため、必

要に応じてレッドリストの部分改訂を

行い、ホームページ等で周知を図る。 

・公共工事実施時の照会ルールを徹底す

るとともに、照会方法の改善を図り、

希少野生動植物種の保護対策に努め

年度 数値 年度 数値 年度 数値
県民一人一日当たりの
　ごみの排出量

g/人・日 2018 986 2023 933 2030 805以下

県民一人一日当たりの
　家庭系ごみの排出量

g/人・日 2018 640 2023 612 2030 404以下

一般廃棄物の再生利用率 ％ 2018 15.2 2023 13.8 2030 27以上

一般廃棄物の最終処分量 千t 2018 70 2023 66 2030 56以下

レジ袋辞退率 ％ 2020 83.5 2022 75.1 2030 100

フードバンクの人口カバー率 ％ 2020 82.2 2024 94.2 2025 95

バイオマス利用率 ％ 2018 78 2023 77 2030 80

不法投棄早期解決率 ％ 2019 70 2024 92 2030 70

市町村土砂条例制定数 市町村 2019 27 2024 29 2030 33

動く環境教室受講者数 人/年 2019 7,411 2024 5,373 2025 7,500

環境アドバイザー登録者数 人 2019 280 2024 336 2025 300

ぐんま環境学校(エコカレッジ)
　修了者数

人/年 2019 22 2024 34 2025 30

環境教育研修講座受講者数 人/年 2019 17 2024 12 2029 20

指標 単位
計画策定時 最新データ 目標
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・2023(令和５)年度から、学術調査地域を

みなかみ町南部及びその周辺地域に設定

し、３か年計画で学術調査を実施してい

る。本調査の２年目となる2024(令和６)

年度は、昨年度までに行った状況調査を

もとに、分野ごとに計画的な現地調査、

資料収集を行った。成果の一部は県立自

然史博物館の特別展「ぐんまの自然の

『いま』を伝える」にて発表を行った。 

る。 

・３か年計画で進めてきた「みなかみ町

南部及び周辺地域の学術調査」の最終

年となることから、計画的に学術調査

を進めるとともに、年度末において報

告書にまとめる方針である。 

水辺空間の保

全・再生 

・魚道整備工事を１件実施することで、河

川の連続性が図られ、魚類の遡上が可能

となった。 

・2024(令和６)年度は、聖川等で環境に配

慮した河川改修の実施及び周囲と調和し

た明度・彩度・テクスチャーを有する素

材の護岸の選定をすることで景観にも配

慮した。 

・魚道整備により遡上障害の解消が図ら

れてきたが、県内河川には、堰堤等に

より魚類の遡上ができない場所が残っ

ているため、今後も引き続き魚道を整

備し、魚類の生息環境を確保してい

く。 

・河川の瀬や淵等のみお筋を考慮するな

ど、河川が有している自然の復元力を

活用できるように配慮し事業を行って

いく。 

尾瀬の保全 ・尾瀬の貴重な動植物や原生的な景観の保

全を図るため、動植物の生態や河川の水

質等の調査研究を行い、その調査報告を

尾瀬の自然保護47号にまとめ、公表し

た。入山者による環境負荷を軽減するた

め、県設置の公衆トイレの適正な維持管

理を行った。 

・ニホンジカによる生態系及び農林業被害

の軽減を図るため、鳥獣保護区において

個体数調整を実施した(ニホンジカ：229

頭)。また、捕獲効果を検証するととも

に、捕獲効率の維持・向上を図るため、

シカの行動把握等を中心に調査を実施し

た。 

・大清水～一ノ瀬間の低公害車両による営

業運行10年目。再訪者に加え、新たな利

用促進に向け、更なる周知を実施した。

車両運行している県道と並行する旧登山

道は今年度も開放され、巨木の点在する

静かな落ち着いた登山道となっており、

その利用についてリーフレットを通して

継続して周知を行った。また、一ノ瀬～

三平下の歩道整備については、十二曲間

～三平峠の歩道の整備を実施した。 

・尾瀬内でビジターセンター運営をしたほ

か、学校や公民館などに出向いて移動尾

瀬自然教室や出前講座を開催した。これ

らにより、児童生徒や県民に対して尾瀬

を通じた環境学習の場を提供した。 

・調査研究及びその公表については、尾

瀬の調査結果に基づき適切な時期・捕

獲手法により、効率的な捕獲に取り組

み捕獲目標の達成に努める。 

・大清水～一ノ瀬間の低公害車運行は、

2015(平成27)年度から地元交通事業者

による営業運行が開始されており、利

用分散化に寄与しているが、引き続

き、鳩待峠入山口への一極集中の是正

や、尾瀬の回遊型、滞在型利用の促進

を図るため、PR等普及啓発事業を実施

する。一ノ瀬～三平下の歩道整備につ

いては、2025(令和７)年度に三平峠か

ら三平下間を整備予定。 

・尾瀬内での環境学習により、日ごろか

ら自然に親しむ機会の少ない人に対し

て自然の紹介やふれあいのきっかけづ

くりを行う。尾瀬を体験できない人や

今後尾瀬への入山を考えている人を対

象に、尾瀬の自然や保護活動について

普及啓発を図る機会として有効である

ため、引き続き事業実施に努める。 

３ 野生鳥獣対策と外来生物対策への取組 

野生鳥獣対策の

推進 

・狩猟免許試験の休日開催や地域開催及び

わな免許取得者に対する講習会の実施、

安中総合射撃場を活用した銃猟研修や狩

猟グループへのマッチング支援を実施す

る。 

・適正管理計画を策定しているイノシシ、

・新規参入者の確保のため普及・啓発及

び免許取得者の定着のため、研修を実

施する。 

・市町村や関係機関等と連携して、「捕

る」対策を強化するとともに、「守

る」対策、「知る」対策を一体的に推
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カモシカ、ツキノワグマ、ニホンザル、

ニホンジカ、カワウについては、現状の

把握や対策の検討を行うため、調査研究

や関係者による会議等を開催し、被害軽

減に係る対策を推進した。計画期間(５

年)が終了となるニホンジカ、イノシシ

は新たに計画を策定し、ツキノワグマは

計画を一部改定した。 

・クマやシカによる食害から造林木を守る

ため、忌避剤や帯巻き、侵入防止柵等の

設置に対して助成するとともに、造林木

に加害している野生獣を誘引捕獲するた

めの経費に助成している。 

進する。対策に取り組んだ地域では効

果が現れているものの、野生鳥獣によ

る農林業被害や生態系被害、生活環境

被害は依然として深刻な状況にあり、

引き続き取組が必要である。 

・森林の多面的機能を継続的に発揮させ

るため、引き続き森林獣害対策を支援

する。 

外来生物対策の

推進 

・クビアカツヤカミキリ対策として、防除

対策補助事業、防除対策技能向上事業、

県有施設等防除対策事業、市町村との行

政連絡会議における情報共有、クビアカ

ネット運用による注意喚起や情報収集、

住民参加型駆除イベント開催などの対策

を講じた。 

・セアカゴケグモの発見事例(８件)につい

て、報道提供等による周知啓発を行っ

た。 

・群馬県漁業協同組合連合会に委託し、奥

利根湖や烏川等で2,224尾のコクチバス

を駆除した。 

・新たに指定される特定外来生物に留意

し、引き続き周知啓発を図るととも

に、改正「特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関する法律(外来

生物法)」の趣旨を踏まえ、作成した外

来種リストの活用など、必要な体制整

備等の検討を進める。 

・特にクビアカツヤカミキリについて

は、農政部及び市町村と連携した各種

対策に総合的に取り組むことで、被害

の拡大防止を図りながら県民への周知

啓発に努める。 

・特定外来生物に指定されているコクチ

バスによる生態系への影響を軽減する

ため、今後も引き続き駆除作業を実施

していく必要がある。 

４ 自然とのふれあいの拡大 

ふれあいの

「場」の確保 

・国立・国定公園及び長距離自然歩道の登

山道などの補修や維持管理を、地元と協

力しながら実施した。 

・老朽化した施設の改修(階段補修、浄化

槽ファン更新、案内標識撤去(以上、伊

香保)、浄化槽フロート更新、排水ポン

プ更新、電気柵交換(以上、憩の森)、危

険木伐採、歩道階段補修(以上、赤城)、

第２駐車場ブロワー入替、園内遊歩道開

設(以上、ふれあいの森)、御野立所塗装

修繕、支障木伐採・枝打ち、管理棟外壁

丸太補修、森の広場ブロワー等更新、危

険木伐採、電気柵設置・撤去(以上、21

世紀の森)、公衆トイレ配管再設置、案

内標識更新、見本園剪定(おうらの森))

や園内の下草刈・除伐・植栽を行い利用

者の利便性を向上させた。また、おうら

の森における緑の相談は、137件であっ

た。 

・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の

影響から2020(令和２)年度に入館者が対

前年比32%まで減少したが、昨年度は74%

まで回復した。 

・オンラインを活用しながら天文授業サポ

ートや出前講座を積極的に実施し、学校

・自然公園は魅力的な自然環境を有し、

地域の観光資源の中心となっているた

め、その豊かな自然景観を保全しなが

ら利用者の利便性の向上や安全を確保

するため、計画的・継続的な管理・整

備を実施していく。 

・各森林公園の特徴を生かして、快適な

森林空間を県民に提供するために老朽

化した施設の改修や園内の森林整備を

引き続き行うとともに、森林公園の新

たな活用方法について検討する。 

・予算的制約の中で、各プログラムの質

を維持できるよう工夫を行うとともに

効率的な運営に努める。 

・インターネットの活用など、積極的な

広報及び天文学のすそ野拡大に努め、

利用者の増加を図る。 

・学校や県内関係施設と連携した台外事

業を拡充する。 
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現場や地域への天文学の普及を行った。 

・毎週のYouTube生配信(開館25周年記念番

組)や流星群のライブ配信を行うことで

利用者を増加させる取組を行った。 

ふれあいの「機

会」の提供 

・森林体験活動などに14,012人が参加し、

森林環境に対する意識の向上が図られ

た。 

・グリーン・ツーリズムの普及及び定着化

のため、ぐんまグリーン・ツーリズムホ

ームページを更新し、定期的な情報発信

を行った。また、県内農泊の認知度向上

及び農泊の担い手であるグリーン・ツー

リズム実践者のスキル向上を目的とした

「令和６年度ぐんま農泊キャラバン」を

開催した。さらに、農泊の新たな価値創

出を目的とした「農泊 in オーガニック

ビレッジ」の農泊モデルを創出し、モニ

ターツアーに関するプロモーション動画

の制作及びtsulunosでの公開を行った。 

・森林環境教育・普及啓発により、森林

の持つ機能などの理解を深めてもらう

ため、引き続き支援する。また、今後

も事業を活用してもらうよう普及啓発

を図る。 

・地域の新たな魅力創出及び継続的な農

泊推進のため、農泊体験ツアー商品造

成業務を実施する。また、ぐんまグリ

ーン・ツーリズムホームページ内「農

泊を語る」ページでのインタビュー記

事掲載や、定期的なホームページの情

報更新を行い、グリーン・ツーリズム

の普及を図る。 

ふれあいを深め

るための「人

材」の育成 

・愛鳥モデル校の巡回指導等を通じて、鳥

獣保護の普及啓発を行った。また、傷病

鳥獣救護施設において、保護された鳥獣

の野生復帰を図った。また、広く啓発を

図るため、報道提供を行い、新聞等への

掲載につなげた。 

・青少年及びその保護者を主たる対象とし

て、様々な自然体験活動を提供すること

により、青少年の主体性や協調性、社会

性、問題解決能力等「生きる力」を育成

する。 

①青少年自然体験推進(親子体験活動、自

然体験活動、宿泊自然体験活動）1,904

人 

②青少年ボランティア養成・ボランティア

体験(自然の家２所）277人 等 

・引き続き正しい自然保護の考え方の普

及啓発に努める。 

・各施設の特色を生かした自然体験活動

プログラムを提供し、県民に広く普

及・啓発を図れるよう情報発信を行

う。 

・出前講座等、施設外での自然体験プロ

グラムも積極的に提供する。 

・ボランティア体験は、中高生が参加し

やすいように主催事業時や夏期休業中

だけでなく、秋から冬にかけての土日

にも募集を行う。 

５ 森林環境の保全 

持続経営可能な

森林づくり 

・森林が有する多面にわたる公益的機能を

持続的に発揮させるため、森林所有者等

が実施する間伐等に対して支援し、間伐

等の森林整備を実施した。 

・森林の整備及び保全、木材生産及び流通

の効率化に必要な林道 11路線２km、作業

道 102路線124km、合計 113路線126kmの

整備及び支援を行った。 

・高崎市、安中市、東吾妻町の一部で航空

レーザ計測データを活用した森林資源解

析を実施した。 

・書面で管理していた各事業実績等のGIS

データ化を開始した。 

・森林の有する多面的機能を持続的に発

揮させるため、今後も間伐等の森林整

備を推進する必要がある。 

・森林の有する多面的機能を持続的に発

揮させるとともに、林業・木材産業の

自立を実現するためには基盤整備が不

可欠なことから、引き続き、現地の地

形状況や木材運搬車両の規格・性能に

応じて、林道と作業道を適切に組み合

わせた路網整備を推進する。 

・航空レーザ計測データによる森林資源

解析の実施範囲を拡大する。 

・GISデータ化した各事業実績等につい

て、森林クラウドを利用して共有す

る。 

森林を支える仕

組みづくり 

・群馬県森林組合連合会が森林組合に対し

て実施する各種研修会や系統運動に対し

助成することにより、系統組織の強化を

図った。 

・森林組合が地域の森林の経営管理及び

県産材の安定供給の担い手としての役

割を果たすため、技術者の育成を促進

し、健全な経営を実現できる体制を整
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・林業への就業希望者を対象とした就業前

研修、既就業者の技能・技術向上を目的

とした研修を実施するとともに、労働安

全衛生対策や雇用環境の整備・改善を支

援し、林業従事者の確保・育成、定着率

の向上を図った。 

え、素材生産量の増大など組合活動の

一層の活発化と利益の所有者還元をさ

らに進める。 

・新たな若手就業者の確保に向けた新し

い森林・林業への関わり方や林業就業

に向けたPRの実施、(一社)群馬県森

林・緑整備基金が新たに開設した無料

職業紹介所との連携強化、林業従事者

に対する技能・技術向上を目的とした

講師派遣によるきめ細かい丁寧な個別

指導研修、班長等OJT指導者の指導力

(コミュニケーション能力)向上のため

の研修、雇用環境の整備・改善のため

の研修会等の開催等の取組を通じて、

林業県ぐんまの林業労働を担う従事者

の安定的確保と定着率向上を促進す

る。 

公益的機能の高

い森林づくり 

・森林が有する多面にわたる公益的機能を

持続的に発揮させるため、森林所有者等

が実施する間伐等に対して支援し、間伐

等の森林整備を実施した。 

・豪雨等により荒廃した渓流や山腹崩壊に

おいて、治山ダム工等の治山施設を設置

するとともに、手入れ不足で荒廃した森

林の整備を行って、公益的機能の高い森

林づくりを行った。 

・松くい虫被害木の駆除(676m3)、樹幹注入

(1,959本)等の実施を支援した。 

・森林の有する多面的機能を持続的に発

揮させるため、今後も間伐等の森林整

備を推進する。 

・本事業は、山腹崩壊地や荒廃渓流等の

復旧整備や公益的機能の低下した保安

林の整備によって、水源のかん養や山

地災害防止を図るものであり、今後も

県民の安全・安心を確保するため積極

的に実施していく。 

６ 里山・平地林・里の水辺の再生 

里山・平地林・

里の水辺の整備 

・野生獣の出没抑制など、地域の安心・安

全な生活環境の改善を図るため、森林

35ha、竹林21haの整備に支援した。 

・多々良沼公園における自然再生・保全に

向け、植物・魚類・鳥類・水質等のモニ

タリング調査や外来種駆除を実施した。 

・里山・平地林等の森林環境を改善し、

安全・安心な生活環境を創造するた

め、引き続き支援する。また、今後も

事業を活用してもらうよう普及啓発を

図る。 

・自然再生・保全の取組は、継続的に実

施することが重要であるため、今後も

自然再生協議会の構成団体と連携を図

りながら事業を推進する。 
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【関連指標】 

 
 

（４)安全・安心で快適な生活環境づくり 

施策展開 2024(令和６)年度の主な取組状況 今後の方針・課題 

１ 水環境・地盤環境の保全、土壌汚染対策の推進 

水質汚濁・地下

水汚染の防止 

・計220地点(うち県実施分は30地点)の河

川・湖沼で水質を測定し、水質汚濁の状

況及び水質環境基準の達成状況を把握し

た。また、地下水については、概況調査

を151井戸(うち県実施分99井戸)、継続

監視調査を58井戸(うち県実施分31井戸)

で実施した。 

・「水質汚濁防止法」等に基づき、県が所

管する地域の特定事業場等のうち、延べ

233事業場に対し立入検査を実施した。

うち63事業場について排水を分析した結

果、12事業場が基準不適合であった。構

造基準適合率は92.9%であった。それぞ

れ、文書等で改善を指導した結果、水質

改善策や施設の改修・更新等が進められ

た。 

・群馬県浄化槽協会が実施する研修会を指

定し、浄化槽管理士講習会を開催した。 

・畜産環境問題に係る最新情報や各種対策

を冊子にまとめてホームページで周知す

るとともに、畜産環境保全対策推進の担

当者に向けて浄化槽管理技術に関する研

修会を開催し、浄化槽の基礎知識や管理

技術、水質簡易測定方法とその結果を用

いた管理指導手法を学ぶことにより、担

当者の知識向上と指導技術の統一を図っ

た。 

・単独処理浄化槽等から転換を行う個人に

対して補助している市町村若しくは、市

町村が公営企業として単独処理浄化槽等

から転換設置を行う費用をそれぞれ補助

・河川の環境基準(BOD75%値）達成率は

87.5%で、ここ数年の傾向と変わらな

い。長期的には改善傾向にあるが、全

国平均(2023[令和５]：93.8%)と比較す

ると依然として低い。引き続き、国・

市等の関係機関と連携し、河川・湖沼

の水質測定を実施する。 

・地下水の環境基準達成率(概況調査)は

86.8%で、こちらもここ数年の傾向と変

わらない。長期的には改善傾向であ

り、全国平均(2023[令和５]：94.9%)に

近づきつつある。硝酸性窒素及び亜硝

酸性窒素の汚染は、面的な広がりを持

つため、全県を対象として代表地点を

定めた継続監視を行う。その他概況調

査等で地下水汚染が発見された場合に

は、汚染源を確定する追加調査を実施

するとともに、必要な事業者指導を行

う。 

・2020(令和２)年度から管理を開始した

八ッ場ダムあがつま湖について、水質

の維持・改善のために環境基準の類型

指定を行う。 

・「水質汚濁防止法」等に基づく立入検

査について、管理状況監視調査及び排

水基準遵守状況監視調査を効率的に実

施できるよう、方法の見直しを適時行

う。また、排水基準不適合の事業所へ

の適切な指導を行い、県内対象事業所

の排水基準遵守の向上に繋げる。 

・保守点検業者が各浄化槽管理士に受け

年度 数値 年度 数値 年度 数値
良好な自然環境を有する
　地域学術調査区域数

地域 2019 9 2024 9 2030 8

野生鳥獣による農作物被害額 千円 2019 337,746 2024 343,730 2025 176,000

野生鳥獣による林業被害額 千円 2019 221,659 2024 201,313 2030 177,327

クビアカツヤカミキリによる
　新たな樹木被害の発生本数

本 2019 2,051 2024 2,851 2030 0

県立森林公園利用者数 千人 2019 431 2024 503 2030 540

森林ボランティア団体会員数 人 2019 4,647 2024 2,751 2030 6,100

森林経営計画区域内の林道
　・作業道の新設延長
　　(2011年度からの累計)

km 2019 975 2024 1,670 2030 2,900

指標 単位
計画策定時 最新データ 目標
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した。 

・2024(令和６)年度時点において、個人設

置型の事業で17市町村、市町村設置型の

事業として２市町村で、個人負担の軽減

を目的とした宅内配管補助制度を導入

し、581基(2024[令和６])に助成を実施

した。 

させなければならない講習会の受講回

数が保守点検業の登録の有効期間ごと

に一回以上となるように講習会を開催

する。 

・研修会の開催や啓発資料の作成を通じ

て継続して法の遵守を推進し、水質汚

濁や地下水汚染の発生を防止するとと

もに、県単事業により畜舎排水高度処

理装置の導入に必要な費用の一部を補

助する。なお、豚熱(CSF)等の感染症対

策のため農場訪問は最小限として各種

媒体を利用した情報提供を継続する。 

・全市町村に宅内配管補助制度の活用と

導入を促し、転換の妨げである個人負

担の軽減を図り、合併浄化槽への転換

を促進していく。 

・市町村や浄化槽施工業者、保守点検業

者等の団体とも連携し、住民への啓発

を進め、転換意識の醸成を図る。 

地盤沈下の防止 ・揚水特定施設(858施設）の設置者に対

し、年間地下水採取量の報告を求め、こ

れをとりまとめて公表した。 

・地盤変動量を把握するため一級水準測量

を行った。成果は、環境白書及び県ホー

ムページで公表する。 

 一級水準測量の規模 

  水準点数 95  測量延長 203km 

・県全体の地盤沈下は沈静化の傾向を示

していると考えられるが、いったん地

盤沈下が起こると元に戻ることはない

ため、監視の継続が必要である。 

・関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱

対象地域を中心に今後も一級水準測量

を実施し、地盤沈下の状況の把握に努

める。 

・地下水採取量報告による地下水の利用

状況を確認しつつ、一級水準測量によ

る地盤沈下の状況を把握していく。 

・採取量報告が未提出の揚水特定施設設

置者に対し、条例に基づく報告を提出

するよう個別指導する。 

地下水・土壌汚

染対策 

・「水質汚濁防止法」等に基づき、有害物

質使用特定事業場等に対する立入調査を

行い、法制度の周知及び有害物質の適切

な取扱い等について指導を行った。 

・「土壌汚染対策法」第４条に基づく届出

は108件あり、当該届出に係る土壌汚染

状況調査結果報告を10件受け付けた。 

・土壌汚染が確認された事案について、必

要な調査を実施するとともに、土地所有

者等に対して適切な対応を指導した。 

・碓氷川流域の岩井畑地区において

2020(令和２)年度から2022(令和４)年度

に実施した土壌汚染対策工事の効果を確

認するため、陸稲栽培試験を実施した。

また、同流域の野殿畑及び野殿北浦地区

における農用地土壌汚染対策の事業化に

向け、地元との協議を実施した。また、

渡良瀬川流域においては、農用地以外へ

転用された地域があるか確認した。 

・地下水汚染を未然に防止するため、

「水質汚濁防止法」等に基づく有害物

質使用特定事業場等の立入調査におい

て、構造基準等を遵守するよう事業者

指導を行う。 

・土壌汚染の報告があった場合には、周

辺の地下水利用状況の把握等を行い、

健康被害の生ずるおそれがないよう、

土地所有者等に必要な指導を行う。 

・碓氷川流域の岩井畑地区における効果

確認試験(陸稲栽培試験)を2025(令和

７)年度まで３年間実施する。同流域の

野殿畑及び野殿北浦地区での事業化に

向けて地権者との調整を行う。また、

渡良瀬川流域においては、農用地以外

へ転用された地域があるか確認し、汚

染対策地域の指定を解除する。 

２ 大気環境の保全、騒音・振動・悪臭の防止 

大気汚染の防止 ・一般環境大気測定局、自動車排出ガス測

定局又は移動観測車を活用し、大気汚染

・光化学オキシダントについては広域的

な大気汚染問題であることから、国や
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の常時監視を実施した。 

・光化学オキシダント以外の環境基準設定

項目は、すべての測定地点で環境基準を

達成したが、光化学オキシダントはすべ

ての地点において環境基準を達成しなか

った。 

・有害大気汚染物質等21項目について、い

ずれも環境基準又は指針値を達成した

(６項目は数値未設定)。 

・光化学オキシダント注意報の発令日数は

４日であった。PM2.5注意喚起の発令は

なかった。 

・ばい煙発生施設等を設置している241事

業所(県実施分)に対して立入検査を行っ

た。 

・届出内容と現況が相違している場合の届

出指導や、ばい煙自主測定の実施やその

結果の保管など、「大気汚染防止法」の

遵守を指導した。また、ばい煙発生施設

等の排出基準遵守状況調査を14施設にて

行った結果、排出基準の超過はなかっ

た。 

近隣都県と連携した対策が取れるよ

う、関東地方大気環境対策推進連絡会

等の会議で継続して議論していく。 

・光化学オキシダント及びPM2.5の監視体

制を維持し、高濃度値が確認された際

には健康被害を予防するため、注意報

を発令する。 

・ばい煙発生施設等の設置事業所は約

1,500あり(県管轄の施設に限る)、毎年

全施設を検査することは困難である

が、引き続き良好な大気環境を維持す

るため、計画的に立入検査等を実施し

ていく。 

騒音・振動の防

止 

・各市町村が2024(令和６)年度中に実施し

た各種測定結果の集計をした。 

・自動車騒音常時監視の実施をした。(下

仁田町における１路線) 

・新幹線騒音測定の実施をした。 

・東日本旅客鉄道(株)高崎支社への要望活

動をした。 

・市町村職員を対象とした研修の開催をし

た。 

・環境基準達成状況は概ね良好であるこ

とから、現状の取組を継続する。 

・新幹線騒音については環境基準の達成

率が低いことから、沿線市町と協力し

て要望活動を粘り強く実施し、達成率

の向上に努める。 

悪臭の防止 ・市町村職員を対象に臭気測定法研修会等

を開催し、臭気測定方法の習得を図ると

ともに、においセンサーの貸出し等によ

る市町村支援を行った。 

・「悪臭防止法」や「水質汚濁防止法」に

対応するため、資料をホームページで公

開し、周知を図った。また、堆肥施用展

示ほの設置やホームページによる堆肥生

産者情報の発信を行い、堆肥の利用拡大

を推進した。 

・市町村職員の実務知識習得のための研

修会の開催、においセンサーの貸出し

等による市町村支援を継続して行う。 

・畜産公害の発生を防止し畜産環境の保

全を図るため、研修会の開催、啓発資

料の配布等を実施する。また、苦情対

応は関係機関との連携のもとに速やか

に実施し、問題の早期解決を図るとと

もに、県単事業により防臭シートや脱

臭装置(ネット式、ろ材充填式)の導入

に必要な費用の一部を補助する。 

３ 有害化学物質による環境リスクの低減 

有害化学物質対

策 

・特定粉じん排出等作業実施届出のあった

21件(県受付分)のうち、19件について作

業現場に立入検査を行い、養生等の飛散

抑制対策の実施状況について監視・指導

を行った。 

・解体作業現場への立入検査を、517件実

施した。 

・一般環境２地点(夏季・冬季の２回)でア

スベスト調査に係る総繊維数測定を実施

したところ、いずれの地点も１本/Ｌを

下回っていた。 

・「石綿関連疾患の診断と補償・救済制

・建築物等の解体等工事現場への立入検

査を引き続き実施し、「大気汚染防止

法」の周知及び事業者指導を行う。ま

た、環境調査についても継続して実施

する。 

・石綿関連疾患に係る医師等の技術・知

見の向上を図るため、研修会を開催す

る。 

・石綿健康被害救済制度については、県

民への広く周知を図ることが重要であ

り、特に医療機関を通じた情報提供が

効果的であるため、研修会の受講者数
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度」及び「石綿健康被害救済制度につい

て」と題し、医師等を対象に研修会を開

催した。受講者を増やすため、研修会は

参集とオンラインのハイブリッド形式に

より実施するとともに、オンデマンド配

信に対応した。 

を増やし、制度の理解と周知をさらに

促進していく必要がある。 

有害化学物質の

適正管理の推進 

・排出量等届出件数は755件であった。届

出排出量は約3,197ｔ、届出移動量は約

6,636ｔであり、前年と比較して、届出

排出量はほぼ横ばい、届出移動量は約

356ｔ(約5.1%)減少した。 

・大気中への排出量の上位物質を調査対象

とし、届出排出量の多い事業場周辺４地

点において年２～４回大気環境調査を行

った。発生源の影響を受けていることが

示唆された地域もあったが、調査したす

べての地点において、環境基準等を超過

する値は検出されなかった。 

・届出排出量の多い事業場について、周

辺への環境調査を継続し、その影響の

把握に努め、必要に応じて事業者指導

を実施する。 

４ 放射性物質への対応 

中長期的な視点

での環境監視の

実施 

・環境放射能水準調査では、国から受託し

た調査項目を完全実施した。 

・県内市町村と連携し、サーベイメータ等

により生活圏113箇所の空間放射線量率

の測定を行った。 

・原木及びほだ木等の放射性物質検査を実

施し、栽培技術管理を徹底することによ

り、県産きのこの安全性の確保を図り、

風評被害の払拭に努めた。原木等指標値

検査：228件・ほだ木指標値検査：177件 

・県有６下水処理場から発生する汚泥をセ

メントや肥料の原料として再利用してい

るが、再利用して生産された製品の放射

性物質濃度がクリアランスレベルを満た

すことを確認するため、下水汚泥に含ま

れる放射性物質検査を月に１度行い、そ

の結果を速やかに群馬県ホームページで

公表した。 

・国から環境放射能水準調査を受託し、

環境放射能の水準を把握するととも

に、市町村と連携し、生活圏の空間放

射線量率を監視する。 

・安全な原木及びほだ木を使用するため

に、国が定めた基準である放射性物質

の指標値を下回っていることを確認す

る必要があることから、今後も継続し

て検査を実施していく。 

・継続して検査を実施し、下水汚泥に含

まれる放射性物質濃度を確認する。 

・安全性の確認できた下水汚泥は、再利

用可能な事業者へ搬出する。 

・放射性物質の検出頻度も少なくなって

いることから、今後、検査体制を検討

する必要がある。 

情報の総合化、

広報の促進 

・県内市町村と連携し、サーベイメータ等

により生活圏113箇所の空間放射線量率

の測定を行い、公表した。また、当該測

定に関する結果をとりまとめ、市町村と

共有した。 

・県内各分野での放射線対策の状況をまと

めた「群馬県放射線対策現況」を作成

し、公表した。 

・県・市町村の各放射線対策の実施主体

間で情報共有するとともに、県民にわ

かりやすく情報提供をする。 

５ 快適な生活環境の創造 

快適な環境の確

保 

・緑化運動推進期間中に公益社団法人群馬

県緑化推進委員会などの主催により県内

各地で苗木配布会や緑の募金活動を実施

したほか、６月29日には800名の参加を

得て片品村にて県植樹祭を開催した。ま

た、緑化運動推進ポスター原画募集に

1,075点、標語募集に10,922点のそれぞ

れ応募があった。これらを通じて、緑化

意識の普及や緑資源の保全が図られると

・緑豊かで暮らしやすい環境づくりを推

進するため、引き続き緑化技術の普及

啓発や緑化運動の積極的な推進を図る

必要がある。また、募金意識の多様化

などから「緑の募金」が伸び悩んでい

るが、2024(令和６)年度の目標額は概

ね達成している。森林保全に対する関

心は高く、県民や企業への緑化意識の

啓発活動を引き続き推進していく。 
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ともに暮らしやすい生活環境づくりの推

進が図られた。 

・「みどりの食料システム法」に基づく新

たな認証制度(みどり認定(ぐんまエコフ

ァーマー))で、226者を認定した。 

・特別栽培農産物認証制度では、128者を

認証した。 

・「群馬県みどりの食料システム基本計

画」や「群馬県有機農業推進計画」に基

づく推進施策の進捗管理及び情報共有を

目的として、第１回「群馬県環境負荷低

減・資源循環型農業推進会議」を開催し

た。 

・良好な景観づくりを進めるため、屋外広

告物の設置場所、表示面積、高さ及び表

示方法等の基準を定めた「群馬県屋外広

告物条例」に基づく設置許可事務を行

い、2024(令和６)年度は858件を許可し

た。また、良質な業者の育成を進めるた

め、屋外広告業者の登録事務を行い、

2024(令和６)年度末現在、732件の業者

が登録されている。 

・民間等が持つ創造的で柔軟な発想や豊富

な知識を活用することにより県民サービ

ス向上を図るため、引き続き県立都市公

園５公園で指定管理者制度を活用し、公

園の管理運営を行った。 

・「群馬県みどりの食料システム基本計

画」や「群馬県有機農業推進計画」に

基づき、環境との調和や地域資源の有

効活用、持続的な農業生産の発展に向

け、有機農業を含む環境負荷低減・資

源循環型農業の推進に継続して取り組

む。 

・みどり認定(ぐんまエコファーマー)か

ら特別栽培農産物認証生産者、さらに

有機JAS認証取得者へのステップアップ

を図っていく。 

・屋外広告物の規制・誘導や屋外広告業

の登録業務等を行い、良好な景観形成

を図る。 

・2024(令和６)年度も「群馬県屋外広告

物条例」の適用区域内では看板落下事

故はおきておらず、引き続き安全面か

らも適正な管理をする必要がある。 

・県民に憩いとレクリエーションの場を

提供し、安全で快適な居住環境を整備

するため、都市公園の整備や維持管理

に努める。 

文化財の保存・

活用 

・2024(令和６)年度は県立公園「敷島公

園」の陸上競技場の受変電施設の更新を

行った。 

・県文化財保護審議会を２回開催し、県指

定文化財の保存・活用について報告・審

議した。また、７つの専門部会で１～３

回の部会調査を実施した。 

・県指定文化財保存事業への補助11件・国

指定文化財保存事業への補助11件・埋蔵

文化財発掘調査事業への補助４件・国指

定重要文化財防災設備保守点検事業への

補助８件を実施した。 

・史跡地等の除草・樹木剪定、駐車場用地

の借り上げ、リーフレット作成を行うと

ともに、地元の「史跡観音山古墳保存

会」に古墳の維持管理及び見学者への解

説等を委託(解説員４人で対応)。観音山

古墳の石室及び紹介動画の公開を継続し

た。 

・世界遺産及びその周辺環境のモニタリ

ング調査を継続することにより保存を

図る。 

・文化財の保存・整備・活用を図るた

め、今後とも指定・選定を継続して行

う必要がある。このため、文化財保護

審議会と同専門部会を開催し、その指

導助言のもと、文化財の適切な保護活

用を進めていく。 

・群馬の文化財の価値を磨き上げ、群馬

の魅力として発信していくために、全

国にアピールできる指定文化財の保

存・整備事業に対し、積極的に補助や

支援、指導助言を行っていく。 

・所在する高崎市内の学校を始め、県外

からの見学者も多い。今後とも適切な

保護管理を継続するとともに、メディ

アの取材を通じた情報発信や国宝を常

設展示している県立歴史博物館、近隣

の商業施設との連携により来場者増加

に努め、群馬県のイメージアップを図

っていく。 

地産地消の促進 ・ホームページの公開、Facebook・Instagram

等のSNS発信、県庁動画スタジオtsulunos

を活用した動画配信等を行うなど、県産農

畜産物の魅力を発信した。 

・「ぐんま地産地消推進店」の認定促進に

努め、「同優良店」認定数が14件増加し

・SNS等を活用した県産農畜産物の魅力を

情報発信するとともに、消費者が県産

農畜産物を購入できるよう産直ECサイ

ト等を活用した県内生産者の販路開拓

を支援する。また、民間料理教室や群

馬県産農畜産物販売協力店等との連携
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た。また、誰もが簡単に地産地消推進店

の情報を取得できるよう、地産地消ホー

ムページサイトにて情報発信を行った。 

により、県産農畜産物の認知度向上、

活用推進を図る。 

・「ぐんま地産地消推進店」の認定促進

に努め、特に「同優良店」認定数増加

を図る。また、今後も引き続き、情報

発信やPRの方法、優良店認定によるメ

リット等の検討を行う。 

 

【関連指標】 

 
 

年度 数値 年度 数値 年度 数値
公共用水域環境基準達成率
　(河川：BOD75%値)

％ 2019 85.0 2024 87.5 2030 90.0

汚水処理人口普及率 ％ 2019 81.8 2024 85.8 2032 92

大気への化学物質の排出量
　(PRTR制度による届出値)

t／年 2018 4,061 2024 3,130
2029
実績

4,000

公共用水域への化学物質の排出
　量(PRTR制度による届出値)

t／年 2018 59 2023 65
2029
実績

50

モニタリングポストにおける
　空間放射線量率
　　(0.23μSv/時間未満)

％ 2019 100 2023 100 2030 100

指標 単位
計画策定時 最新データ 目標
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 2024(令和６)年度環境問題に関する意識アンケート調査結果 

 

１ 調査結果概要 

 

（１）目的 

本件の環境を守り、将来の世代に良好な状態で引き継いでいくためには、県民の参

加と協働のもとで環境施策を計画的に進めていく必要があります。そこで、県民、事

業者及び環境団体の環境に関する意識や取組状況を把握し、今後の環境施策の実施に

反映させるため、アンケート調査を実施しました。 

 

（２）県民アンケート 

調査対象 ： 県内在住の満18歳以上の男女2,000人 

抽出方法 ： 多段階無作為抽出法(抽選台帳は選挙人名簿) 

調査方法 ： 郵送配布、郵送回収及びWEB回収(督促状送付１回) 

調査期間 ： 2024(令和６)年９月12日(木)～10月４日(金) 

回 収 数 ： 958(回収率47.9%) 

 

（３）事業者アンケート 

調査対象 ： 県内に営業基盤を置く事業所2,009事業所 

抽出方法 ： 一般財団法人群馬県経済研究所の「2024群馬県会社要覧」(2024[令

和６]年２月発行)に掲載されているすべての会社(1,009社)を抽出 

調査方法 ： 郵送配布、郵送回収及びWEB回収(督促状送付１回) 

調査期間 ： 2024(令和６)年９月12日(木)～10月４日(金) 

回 収 数 ： 625(回収率61.9%) 

 

（4）環境団体アンケート 

調査対象 ： 県内で環境活動を実施する計147団体 

抽出方法 ： 群馬県環境ボランティア団体一覧 

調査方法 ： 郵送及び電子メールで配布、郵送回収及びWEB回収 

調査期間 ： 2024(令和６)年９月13日(金)～10月４日(金) 

回 収 数 ： 60(回収率40.8%) 
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２ 県民アンケート（抜粋） 

 

問 あなたの身のまわりの環境は、全体的に５、６年前と比べて、どのように変化

していると思いますか。あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください。

(○は１つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

良くなった

少し良くなった

変化していない

少し悪くなった

悪くなった

わからない

無回答

4.5%

17.8%

41.9%

23.4%

7.5%

4.2%

0.7%

0% 20% 40% 60%

（ｎ=958）

5.2%

3.6%

4.4%

5.0%

4.5%

19.7%

21.4%

22.8%

21.1%

17.8%

37.1%

37.8%

44.2%

48.7%

41.9%

23.1%

23.0%

18.3%

14.5%

23.4%

8.6%

7.8%

5.0%

4.7%

7.5%

5.6%

6.1%

4.3%

5.2%

4.2%

0.7%

0.4%

1.0%

0.7%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17年度(n=593)

H22年度(n=527)

H27年度(n=1057)

H30年度(n=992)

Ｒ６年度（n=958）

良くなった 少し良くなった 変化していない 少し悪くなった

悪くなった わからない 無回答

4.5%

3.8%

5.2%

6.3%

7.4%

4.2%

3.1%

2.8%

4.8%

17.8%

17.5%

18.4%

24.1%

20.7%

16.8%

16.1%

18.9%

14.8%

41.9%

39.6%

43.7%

31.6%

41.5%

44.1%

41.0%

39.2%

48.3%

23.4%

26.5%

21.0%

20.3%

16.3%

23.8%

26.1%

25.8%

24.9%

7.5%

8.8%

6.2%

6.3%

7.4%

6.3%

8.7%

11.1%

3.8%

4.2%

3.1%

5.0%

11.4%

6.7%

4.2%

4.3%

2.3%

1.4%

0.7%

0.7%

0.6%

0.0%

0.0%

0.7%

0.6%

0.0%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=958）

【男女別】

男性（n=445）

女性（n=501）

【年代別】

18～29歳（n=79）

30～39歳（n=135）

40～49歳（n=143）

50～59歳（n=161）

60～69歳（n=217）

70歳以上（n=209）

良くなった 少し良くなった 変化していない 少し悪くなった

悪くなった わからない 無回答

5.2%

3.6%

4.4%

5.0%

4.5%

19.7%

21.4%

22.8%

21.1%

17.8%

37.1%

37.8%

44.2%

48.7%

41.9%

23.1%

23.0%

18.3%

14.5%

23.4%

8.6%

7.8%

5.0%

4.7%

7.5%

5.6%

6.1%

4.3%

5.2%

4.2%

0.7%

0.4%

1.0%

0.7%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17年度(n=593)

H22年度(n=527)

H27年度(n=1057)

H30年度(n=992)

Ｒ６年度（n=958）

良くなった 少し良くなった 変化していない 少し悪くなった

悪くなった わからない 無回答
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問 あなたは、快適で住みよい環境を確保していくために、群馬県としてどのよう

な取組をしていくことが重要だと思いますか。それぞれの項目について、あてはま

るものを１つ選び、番号に〇をつけてください。(○はそれぞれ１つ) 

 

 

  
1．空気のさわやかさ

2．日あたり

3．のんびり歩ける空間

4．水道水のおいしさ

5．街並みの美しさ

6．住まいのまわりの静けさ

7．住まいのまわりの清潔さ

8．運動公園や森林公園など

9．歴史的・文化的雰囲気

10．河川や湖沼のきれいさ

11．緑の豊かさ

12．野鳥や昆虫などとのふれあい

13．自然景観の美しさ

14．水や水辺とのふれあい

15．星空の美しさ

16．野生動物による被害の防止

17．安全で安定的なエネルギーの供給

18．環境教育・環境学習の機会の提供

37.8%

48.3%

35.7%

31.3%

20.6%

14.9%

2.0%

1.7%

0.8%

0.6%

3.1%

3.1%

（ｎ=958）

重要 やや重要 どちらともいえない

あまり重要ではない 重要ではない 無回答

53.5%

48.6%

22.7%

41.6%

28.1%

37.8%

48.3%

33.0%

35.9%

34.1%

40.4%

39.9%

35.7%

31.3%

9.1%

10.3%

33.0%

13.4%

23.9%

20.6%

14.9%

1.0%

1.6%

5.4%

1.1%

3.2%

2.0%

1.7%

0.4%

0.5%

1.9%

0.6%

1.6%

0.8%

0.6%

2.9%

3.0%

2.9%

2.8%

3.3%

3.1%

3.1%

41.6%

38.3%

37.2%

61.2%

36.1%

36.5%

51.8%

37.8%

26.0%

37.1%

36.3%

41.1%

25.9%

40.9%

40.7%

35.2%

38.4%

38.0%

15.9%

18.6%

16.4%

9.2%

17.3%

17.4%

9.0%

18.1%

27.5%

1.9%

3.2%

2.3%

0.8%

1.6%

1.6%

0.6%

2.3%

4.0%

0.5%

0.4%

0.3%

0.2%

0.9%

0.7%

0.6%

0.9%

1.7%

3.0%

3.1%

2.7%

2.7%

3.1%

3.0%

2.8%

2.5%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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1．空気のさわやかさ

2．日あたり

3．のんびり歩ける空間

4．水道水のおいしさ

5．街並みの美しさ

6．住まいのまわりの静けさ

7．住まいのまわりの清潔さ

8．運動公園や森林公園など

9．歴史的・文化的雰囲気

10．河川や湖沼のきれいさ

11．緑の豊かさ

12．野鳥や昆虫などとのふれあい

13．自然景観の美しさ

14．水や水辺とのふれあい

15．星空の美しさ

16．野生動物による被害の防止

17．安全で安定的なエネルギーの供給

18．環境教育・環境学習の機会の提供

71.0

72.8

65.1

68.2

59.1

65.2

63.8

60.2

57.1

57.0

68.3

60.8

65.0

58.3

68.4

49.9

61.7

55.9

80.3

78.1

78.9

87.8

78.3

78.6

85.2

78.2

71.3

85.6

83.7

68.1

81.2

73.2

77.8

82.3

87.0

74.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H30年度(n=992) R６年度(n=958)
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問 あなたは、どのようにして、自然環境や身近な生活環境についての情報を得て

いますか。あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいく

つでも) 

 

 

  

1．空気のさわやかさ

2．日あたり

3．のんびり歩ける空間

4．水道水のおいしさ

5．街並みの美しさ

6．住まいのまわりの静けさ

7．住まいのまわりの清潔さ

8．運動公園や森林公園など

9．歴史的・文化的雰囲気

10．河川や湖沼のきれいさ

11．緑の豊かさ

12．野鳥や昆虫などとのふれあい

13．自然景観の美しさ

14．水や水辺とのふれあい

15．星空の美しさ

16．野生動物による被害の防止

17．安全で安定的なエネルギーの供給

18．環境教育・環境学習の

機会の提供

60

70

80

90

100

20 30 40 50 60 70 80 90 100

満足度と重要度

重要度平均79.43

重

要

度

満 足 度

高

低・低

高・高

タイプⅠ タイプⅡ

タイプⅢ タイプⅣ

満足度平均62.74

低・高

高・低

低

低 高

新聞やテレビなどを通じて

本や雑誌などを通じて

回覧板や県・市町村の広報などを通じて

インターネット・SNSを通じて

NPOなどの活動団体を通じて

近所や地域の口コミ情報によって

自ら視察することによって

国や県などが発行する環境白書を通じて

その他

積極的には情報を得ていない

無回答

80.6%

19.9%

42.5%

52.6%

2.7%

19.7%

21.2%

7.4%

1.7%

9.2%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（ｎ=958）
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新聞やテレビなどを通じて

本や雑誌などを通じて

回覧板や県・市町村の広報などを通じて

インターネット・SNSを通じて

NPOなどの活動団体を通じて

近所や地域の口コミ情報によって

自ら視察することによって

国や県などが発行する環境白書を通じて

その他

積極的には情報を得ていない

無回答

65.8%

17.7%

20.3%

72.2%

3.8%

13.9%

15.2%

10.1%

2.5%

7.6%

0.0%

63.0%

10.4%

30.4%

71.9%

1.5%

11.9%

20.0%

2.2%

2.2%

8.9%

0.7%

76.9%

16.1%

39.9%

65.0%

0.7%

14.0%

22.4%

7.0%

0.7%

7.0%

0.0%

82.0%

18.0%

36.0%

65.2%

2.5%

18.6%

18.6%

6.2%

1.9%

6.8%

0.6%

89.4%

25.3%

49.3%

48.4%

3.7%

21.2%

24.9%

7.4%

2.3%

10.6%

0.0%

89.0%

24.9%

60.3%

19.6%

3.8%

31.1%

22.5%

11.5%

1.0%

12.4%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～29歳（n=79） 30～39歳（n=135）

40～49歳（n=143） 50～59歳（n=161）

60～69歳（n=217） 70歳以上（n=209）
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新聞やテレビなどを通じて

本や雑誌などを通じて

回覧板や県・市町村の広報などを通じて

インターネット・SNSを通じて

NPOなどの活動団体を通じて

近所や地域の口コミ情報によって

自ら視察することによって

国や県などが発行する環境白書を通じて

その他

積極的には情報を得ていない

無回答

84.3%

34.4%

51.6%

7.9%

2.9%

31.2%

27.5%

13.7%

1.9%

11.1%

0.0%

92.0%

33.8%

49.5%

18.6%

3.0%

24.1%

20.3%

9.7%

1.5%

9.3%

0.0%

86.5%

28.1%

55.0%

27.9%

3.1%

28.7%

22.5%

10.3%

1.0%

9.3%

0.0%

83.5%

24.8%

49.0%

34.0%

2.4%

25.1%

16.4%

8.3%

1.6%

10.9%

0.0%

80.6%

19.9%

42.5%

52.6%

2.7%

19.7%

21.2%

7.4%

1.7%

9.2%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17年度（n=593） H22年度（n=527）

H27年度（n=1057） H30年度（n=992）

Ｒ６年度（n=958）



 

128 

問 あなたは、今後、環境に関するどのような情報を知りたいですか。あてはまる

ものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも) 

  

地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球規模の環境問題について

地域の自然環境やゴミ問題など、身近な環境問題について

世界各国で取り組んでいる、環境に関する取組について

行政が取り組んでいる、環境に対する施策や取組について

企業が取り組んでいる、環境に対する施策や取組について

地域の環境保全活動の現状や、参加募集などについて

普段の生活の中で、自分でできる環境保全の方法について

太陽光や風力などを使った再生可能エネルギーへの取組について

野生生物の減少や出没情報、外来生物の侵入などの状況について

その他

無回答

38.1%

64.0%

16.8%

51.5%

22.5%

17.4%

47.1%

31.7%

45.8%

2.5%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

（ｎ=958）
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地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球規模の環境問題について

地域の自然環境やゴミ問題など、身近な環境問題について

世界各国で取り組んでいる、環境に関する取組について

行政が取り組んでいる、環境に対する施策や取組について

企業が取り組んでいる、環境に対する施策や取組について

地域の環境保全活動の現状や、参加募集などについて

普段の生活の中で、自分でできる環境保全の方法について

太陽光や風力などを使った再生可能エネルギーへの取組について

野生生物の減少や出没情報、外来生物の侵入などの状況について

その他

無回答

27.8%

44.3%

13.9%

50.6%

29.1%

17.7%

50.6%

26.6%

40.5%

3.8%

2.5%

30.4%

54.1%

18.5%

48.9%

26.7%

19.3%

53.3%

31.9%

48.9%

2.2%

0.0%

24.5%

65.0%

11.2%

49.0%

24.5%

21.7%

44.1%

28.7%

43.4%

4.2%

0.7%

42.9%

63.4%

14.9%

50.9%

21.7%

18.0%

44.1%

31.1%

47.2%

1.9%

0.6%

44.7%

71.0%

19.8%

56.2%

21.7%

16.6%

47.9%

32.3%

41.9%

1.8%

0.9%

45.9%

70.3%

18.7%

52.2%

17.7%

13.4%

45.9%

35.9%

50.2%

2.4%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80%

18～29歳（n=79） 30～39歳（n=135）

40～49歳（n=143） 50～59歳（n=161）

60～69歳（n=217） 70歳以上（n=209）
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地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球規模の環境問題について

地域の自然環境やゴミ問題など、身近な環境問題について

世界各国で取り組んでいる、環境に関する取組について

行政が取り組んでいる、環境に対する施策や取組について

企業が取り組んでいる、環境に対する施策や取組について

地域の環境保全活動の現状や、参加募集などについて

普段の生活の中で、自分でできる環境保全の方法について

太陽光や風力などを使った再生可能エネルギーへの取組について

野生生物の減少や出没情報、外来生物の侵入などの状況について

その他

無回答

41.5%

63.7%

17.9%

45.2%

18.7%

15.0%

47.4%

-

-

1.3%

0.0%

44.4%

60.7%

15.9%

40.6%

16.7%

15.4%

48.6%

-

-

1.3%

0.0%

39.7%

67.9%

18.3%

52.0%

20.2%

16.7%

43.5%

37.8%

32.0%

2.9%

0.0%

37.8%

68.8%

19.0%

46.8%

16.8%

14.6%

50.8%

31.6%

35.9%

2.9%

0.0%

38.1%

64.0%

16.8%

51.5%

22.5%

17.4%

47.1%

31.7%

45.8%

2.5%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

H17年度（n=593） H22年度（n=527）

H27年度（n=1057） H30年度（n=992）

Ｒ６年度（n=958）
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問 あなたは、５、６年前と比べて、身近な自然環境が少なくなってきたと思いま

すか。あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.5%

31.0%

23.8%

24.1%

20.7%

24.5%

28.6%

26.7%

33.5%

38.3%

35.3%

41.1%

35.4%

43.0%

38.5%

32.9%

41.5%

38.3%

25.8%

27.9%

24.4%

24.1%

28.9%

28.7%

31.7%

24.0%

20.1%

7.2%

4.9%

9.4%

16.5%

5.9%

7.0%

6.2%

7.8%

5.3%

1.3%

0.9%

1.4%

0.0%

1.5%

1.4%

0.6%

0.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=958）

【男女別】

男性（n=445）

女性（n=501）

【年代別】

18～29歳（n=79）

30～39歳（n=135）

40～49歳（n=143）

50～59歳（n=161）

60～69歳（n=217）

70歳以上（n=209）

思う 少し思う 思わない わからない 無回答

5.2%

3.6%

4.4%

5.0%

4.5%

19.7%

21.4%

22.8%

21.1%

17.8%

37.1%

37.8%

44.2%

48.7%

41.9%

23.1%

23.0%

18.3%

14.5%

23.4%

8.6%

7.8%

5.0%

4.7%

7.5%

5.6%

6.1%

4.3%

5.2%

4.2%

0.7%

0.4%

1.0%

0.7%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17年度(n=593)

H22年度(n=527)

H27年度(n=1057)

H30年度(n=992)

Ｒ６年度（n=958）

良くなった 少し良くなった 変化していない 少し悪くなった

悪くなった わからない 無回答

思う

少し思う

思わない

わからない

無回答

27.5%

38.3%

25.8%

7.2%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（ｎ=958）
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問 あなたは、「自然環境」を保全する活動に参加したことはありますか。あては

まるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

 

  

5.2%

3.6%

4.4%

5.0%

4.5%

19.7%

21.4%

22.8%

21.1%

17.8%

37.1%

37.8%

44.2%

48.7%

41.9%

23.1%

23.0%

18.3%

14.5%

23.4%

8.6%

7.8%

5.0%

4.7%

7.5%

5.6%

6.1%

4.3%

5.2%

4.2%

0.7%

0.4%

1.0%

0.7%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17年度(n=593)

H22年度(n=527)

H27年度(n=1057)

H30年度(n=992)

Ｒ６年度（n=958）

良くなった 少し良くなった 変化していない 少し悪くなった

悪くなった わからない 無回答

10.6%

11.9%

9.4%

11.4%

6.7%

12.6%

10.6%

11.1%

11.5%

32.0%

34.4%

29.9%

35.4%

30.4%

35.0%

28.0%

31.8%

33.5%

5.3%

5.6%

5.2%

6.3%

4.4%

4.9%

6.8%

6.5%

3.8%

38.9%

36.6%

40.7%

36.7%

48.1%

37.8%

40.4%

33.2%

38.3%

11.8%

10.6%

13.2%

10.1%

9.6%

9.1%

13.7%

16.6%

9.6%

1.3%

0.9%

1.6%

0.0%

0.7%

0.7%

0.6%

0.9%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=958）

【男女別】

男性（n=445）

女性（n=501）

【年代別】

18～29歳（n=79）

30～39歳（n=135）

40～49歳（n=143）

50～59歳（n=161）

60～69歳（n=217）

70歳以上（n=209）

参加したことがあり、今後も参加したい

参加したことはないが、今後参加してみたい

参加したことはあるが、今後は参加したくない

参加したことはなく、今後も参加したくない

参加したいが、参加の仕方がわからない

無回答

参加したことがあり、今後も参加したい

参加したことはないが、今後参加してみたい #N/A

参加したことはあるが、今後は参加したくない

参加したことはなく、今後も参加したくない

参加したいが、参加の仕方がわからない

無回答

10.6%

32.0%

5.3%

38.9%

11.8%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（ｎ=958）
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３ 事業者アンケート（抜粋） 

 

問 貴事業所では、どのような環境保全の取組を実施していますか。次の(１)から

(５)までの取組について、それぞれ、あてはまる番号を１つだけ選び○をつけてく

ださい。さらに、「概ね実施している」「一部実施している」に○をした場合は、

その際の問題点を、「検討中・行っていない」に○をした場合は、その理由に○を

つけてください。 

(１)事業所で出る廃棄物のリサイクル 

【実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

概ね実施している

一部実施している

検討中・行っていない

無回答 （n=625）

55.0%

36.5%

7.8%

0.6%

0% 20% 40% 60%

55.0%

25.0%

0.0%

62.2%

56.9%

54.3%

68.3%

51.7%

64.7%

40.0%

42.9%

39.2%

47.8%

36.5%

75.0%

100.0%

31.5%

39.7%

32.9%

24.4%

34.5%

29.4%

40.0%

42.9%

43.2%

39.1%

7.8%

0.0%

0.0%

6.3%

2.5%

12.9%

7.3%

10.3%

0.0%

20.0%

14.3%

17.6%

13.0%

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

0.0%

0.0%

3.4%

5.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=625）

【業種別】

農林水産業（n=4）

鉱業（n=1）

建設業（n=127）

製造業（n=204）

卸売業（n=70）

小売業（n=41）

金融、保険業、不動産業

（n=29）

運輸業（n=17）

通信業（n=5）

電気、ガス、水道、熱供給業

（n=7）

サービス業（n=74）

その他（n=46）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答
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【実施・検討にあたっての問題点・理由】 

  

66.7%

44.4%

60.0%

51.9%

47.7%

58.9%

83.3%

61.9%

12.5%

33.3%

32.1%

41.4%

45.9%

33.9%

8.3%

23.8%

16.7%

18.5%

7.9%

5.7%

6.4%

7.1%

8.3%

14.3%

4.2%

3.7%

0.0%

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1～4人（n=24）

5～9人（n=27）

10～29人（n=165）

30～99人（n=210）

100人～299人（n=109）

300～999人（n=56）

1,000人～2,999人（n=12）

3,000人以上（n=21）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答

費用がかかる

手間や時間がかかる

場所を取る

効率が上がらない（期待できない）

社員の協力が得られない

引き取ってくれる業者が確保できない

一緒に協力して実施する事業所がない

方法がわからない

その他

当事業所には関連しない

特に問題はない

無回答

38.7%

36.9%

29.1%

2.3%

3.2%

4.1%

0.3%

0.6%

2.6%

0.6%

31.4%

8.1%

41.2%

52.6%

32.0%

8.8%

6.6%

12.7%

2.6%

7.9%

2.2%

0.4%

15.4%

5.3%

14.3%

14.3%

8.2%

2.0%

0.0%

0.0%

6.1%

14.3%

2.0%

38.8%

12.2%

12.2%

0% 20% 40% 60%

概ね実施している（n=344）

一部実施している（n=228）

検討中・行っていない（n=49）
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(２)自社取扱い商品・容器などの回収やリサイクル 

【実施状況】 

 

 

  
概ね実施している

一部実施している

検討中・行っていない

無回答 （n=625）

38.7%

25.6%

33.8%

1.9%

0% 20% 40% 60%

38.7%

25.0%

0.0%

47.2%

36.8%

40.0%

65.9%

24.1%

41.2%

0.0%

42.9%

27.0%

30.4%

25.6%

75.0%

100.0%

18.9%

31.4%

30.0%

29.3%

10.3%

17.6%

40.0%

42.9%

23.0%

15.2%

33.8%

0.0%

0.0%

33.1%

28.4%

28.6%

4.9%

62.1%

41.2%

60.0%

14.3%

48.6%

52.2%

1.9%

0.0%

0.0%

0.8%

3.4%

1.4%

0.0%

3.4%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=625）

【業種別】

農林水産業（n=4）

鉱業（n=1）

建設業（n=127）

製造業（n=204）

卸売業（n=70）

小売業（n=41）

金融、保険業、不動産業

（n=29）

運輸業（n=17）

通信業（n=5）

電気、ガス、水道、熱供給業

（n=7）

サービス業（n=74）

その他（n=46）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答
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【実施・検討にあたっての問題点・理由】 

 

 

 

  

41.7%

44.4%

45.5%

36.7%

34.9%

33.9%

50.0%

23.8%

4.2%

25.9%

25.5%

29.5%

26.6%

28.6%

8.3%

9.5%

41.7%

22.2%

28.5%

31.4%

38.5%

37.5%

41.7%

66.7%

12.5%

7.4%

0.6%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1～4人（n=24）

5～9人（n=27）

10～29人（n=165）

30～99人（n=210）

100人～299人（n=109）

300～999人（n=56）

1,000人～2,999人（n=12）

3,000人以上（n=21）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答

費用がかかる

手間や時間がかかる

場所を取る

効率が上がらない（期待できない）

社員の協力が得られない

引き取ってくれる業者が確保できない

一緒に協力して実施する事業所がない

方法がわからない

その他

当事業所には関連しない

特に問題はない

無回答

35.5%

34.7%

26.0%

1.7%

1.2%

2.1%

0.0%

0.4%

1.2%

2.1%

35.5%

8.3%

43.1%

55.0%

28.1%

10.0%

5.0%

11.3%

2.5%

3.1%

1.9%

1.3%

13.8%

5.6%

6.6%

6.2%

3.8%

2.8%

2.8%

1.9%

0.9%

5.2%

4.3%

66.4%

8.1%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80%

概ね実施している（n=242）

一部実施している（n=160）

検討中・行っていない（n=211）
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(３)ゼロエミッションへの対応 

【実施状況】 

 

 

  
概ね実施している

一部実施している

検討中・行っていない

無回答 （n=625）

15.8%

24.6%

58.1%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

15.8%

25.0%

0.0%

12.6%

22.5%

10.0%

29.3%

10.3%

5.9%

0.0%

0.0%

9.5%

13.0%

24.6%

50.0%

100.0%

26.8%

33.8%

14.3%

26.8%

3.4%

17.6%

20.0%

28.6%

18.9%

13.0%

58.1%

25.0%

0.0%

59.1%

42.6%

75.7%

41.5%

82.8%

76.5%

80.0%

71.4%

67.6%

73.9%

1.4%

0.0%

0.0%

1.6%

1.0%

0.0%

2.4%

3.4%

0.0%

0.0%

0.0%

4.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=625）

【業種別】

農林水産業（n=4）

鉱業（n=1）

建設業（n=127）

製造業（n=204）

卸売業（n=70）

小売業（n=41）

金融、保険業、不動産業

（n=29）

運輸業（n=17）

通信業（n=5）

電気、ガス、水道、熱供給業

（n=7）

サービス業（n=74）

その他（n=46）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答
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【実施・検討にあたっての問題点・理由】 

 

  

25.0%

14.8%

17.6%

14.3%

13.8%

7.1%

58.3%

19.0%

8.3%

14.8%

22.4%

25.2%

29.4%

35.7%

0.0%

28.6%

62.5%

66.7%

57.6%

59.5%

56.9%

57.1%

41.7%

47.6%

4.2%

3.7%

2.4%

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1～4人（n=24）

5～9人（n=27）

10～29人（n=165）

30～99人（n=210）

100人～299人（n=109）

300～999人（n=56）

1,000人～2,999人（n=12）

3,000人以上（n=21）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答

費用がかかる

手間や時間がかかる

場所を取る

効率が上がらない（期待できない）

方法がわからない

その他

当事業所には関連しない

特に問題はない

無回答

40.4%

30.3%

23.2%

3.0%

0.0%

1.0%

2.0%

29.3%

16.2%

44.2%

42.9%

26.6%

10.4%

7.8%

4.5%

0.6%

20.8%

3.9%

12.1%

14.3%

3.9%

7.2%

34.2%

2.8%

37.5%

6.9%

8.8%

0% 20% 40% 60%

概ね実施している（n=99）

一部実施している（n=154）

検討中・行っていない（n=363）
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(４)太陽熱や太陽光の利用 

【実施状況】 

 

 

  
概ね実施している

一部実施している

検討中・行っていない

無回答 （n=625）

14.6%

18.4%

66.2%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80%

14.6%

0.0%

0.0%

13.4%

22.1%

10.0%

14.6%

10.3%

17.6%

20.0%

14.3%

8.1%

4.3%

18.4%

0.0%

0.0%

21.3%

19.1%

5.7%

26.8%

27.6%

23.5%

0.0%

57.1%

18.9%

8.7%

66.2%

100.0%

100.0%

65.4%

57.8%

82.9%

58.5%

58.6%

58.8%

80.0%

28.6%

71.6%

87.0%

0.8%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

1.4%

0.0%

3.4%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=625）

【業種別】

農林水産業（n=4）

鉱業（n=1）

建設業（n=127）

製造業（n=204）

卸売業（n=70）

小売業（n=41）

金融、保険業、不動産業

（n=29）

運輸業（n=17）

通信業（n=5）

電気、ガス、水道、熱供給業

（n=7）

サービス業（n=74）

その他（n=46）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答
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【実施・検討にあたっての問題点・理由】 

 

 

 

  

8.3%

3.7%

13.3%

18.6%

15.6%

5.4%

25.0%

19.0%

8.3%

3.7%

12.7%

14.8%

22.0%

48.2%

50.0%

14.3%

79.2%

88.9%

73.9%

65.2%

62.4%

46.4%

25.0%

66.7%

4.2%

3.7%

0.0%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1～4人（n=24）

5～9人（n=27）

10～29人（n=165）

30～99人（n=210）

100人～299人（n=109）

300～999人（n=56）

1,000人～2,999人（n=12）

3,000人以上（n=21）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答

費用がかかる

手間や時間がかかる

場所を取る

効率が上がらない（期待できない）

方法がわからない

その他

当事業所には関連しない

特に問題はない

無回答

29.7%

5.5%

12.1%

2.2%

0.0%

4.4%

1.1%

40.7%

17.6%

53.9%

13.0%

20.0%

5.2%

0.9%

4.3%

0.0%

28.7%

7.8%

59.2%

12.3%

17.9%

14.3%

2.2%

7.2%

14.7%

7.7%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80%

概ね実施している（n=91）

一部実施している（n=115）

検討中・行っていない（n=414）
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(５)環境に関するCSR活動 

【実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

概ね実施している

一部実施している

検討中・行っていない

無回答

17.1%

28.5%

52.3%

2.1%

0% 20% 40% 60%

（n=625）

17.1%

0.0%

0.0%

13.4%

24.0%

8.6%

17.1%

24.1%

17.6%

0.0%

14.3%

12.2%

17.4%

28.5%

25.0%

0.0%

27.6%

29.4%

22.9%

39.0%

24.1%

47.1%

40.0%

28.6%

27.0%

23.9%

52.3%

75.0%

100.0%

58.3%

44.1%

65.7%

43.9%

44.8%

35.3%

60.0%

57.1%

58.1%

56.5%

2.1%

0.0%

0.0%

0.8%

2.5%

2.9%

0.0%

6.9%

0.0%

0.0%

0.0%

2.7%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=625）

【業種別】

農林水産業（n=4）

鉱業（n=1）

建設業（n=127）

製造業（n=204）

卸売業（n=70）

小売業（n=41）

金融、保険業、不動産業

（n=29）

運輸業（n=17）

通信業（n=5）

電気、ガス、水道、熱供給業

（n=7）

サービス業（n=74）

その他（n=46）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答
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【実施・検討にあたっての問題点・理由】 

 

 

 

  

費用がかかる

手間や時間がかかる

場所を取る

効率が上がらない（期待できない）

方法がわからない

その他

当事業所には関連しない

特に問題はない

無回答

22.4%

24.3%

1.9%

2.8%

0.0%

1.9%

0.0%

46.7%

18.7%

32.0%

42.7%

6.7%

7.9%

5.6%

3.4%

0.0%

23.6%

15.7%

12.5%

19.9%

1.2%

5.8%

35.8%

2.4%

18.3%

10.4%

16.2%

0% 20% 40% 60%

概ね実施している（n=107）

一部実施している（n=178）

検討中・行っていない（n=327）

0.0%

3.7%

11.5%

16.7%

16.5%

25.0%

75.0%

52.4%

8.3%

14.8%

21.2%

31.9%

38.5%

37.5%

16.7%

23.8%

87.5%

77.8%

64.2%

49.5%

44.0%

37.5%

8.3%

19.0%

4.2%

3.7%

3.0%

1.9%

0.9%

0.0%

0.0%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1～4人（n=24）

5～9人（n=27）

10～29人（n=165）

30～99人（n=210）

100人～299人（n=109）

300～999人（n=56）

1,000人～2,999人（n=12）

3,000人以上（n=21）

概ね実施している 一部実施している 検討中・行っていない 無回答
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問 そのほかに、貴事業所では、どのような環境保全の取組を実施していますか。

次の()から()までの項目について、あてはまる番号を１つだけ選び○をつけてくだ

さい。 

 

(１)大気環境保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①通常業務における自動車使用の抑制

②低公害車の導入の推進

③停車時のアイドリングを控えるように指導

④大気汚染物質の排出抑制

15.4%

36.8%

39.8%

23.5%

3.4%

5.8%

4.6%

4.8%

12.3%

22.6%

18.7%

20.5%

49.3%

19.0%

21.4%

14.9%

7.2%

6.7%

6.2%

12.3%

10.2%

7.2%

7.4%

21.9%

2.2%

1.9%

1.8%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（ｎ＝625）

既に実施している 具体的に検討中 今後検討する予定

実施予定なし わからない 該当しない

無回答

①通常業務における自動車使用の抑制

②低公害車の導入の推進

③停車時のアイドリングを控えるように指導

④大気汚染物質の排出抑制

24.7

42.6

55.0

41.7

24.8

50.3

58.5

38.0

23.3

55.0

55.4

40.6

26.4

58.1

60.5

53.3

29.5

59.5

59.7

53.2

0% 20% 40% 60% 80%

Ｈ17年度(n=327) Ｈ22年度(n=330)

Ｈ27年度(n=606) Ｈ30年度(n=646)

R6年度(n=625)
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(２)水・土壌環境保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①汚水発生量を減少させるための製造工程
   の改善

②製造工程で発生した冷却水や処理水の
   再利用

③用水使用量の把握と削減目標の設定

④雨水を貯水して利用

⑤節水器具の設置

⑥土壌・地下水汚染を防止するための
　 有害物質の適正な管理

13.3%

8.3%

13.6%

2.9%

14.6%

26.2%

3.0%

1.8%

3.0%

0.8%

2.4%

2.1%

5.3%

5.1%

8.6%

3.5%

11.5%

5.1%

9.3%

12.2%

16.3%

44.0%

28.6%

6.2%

4.8%

4.6%

6.9%

5.0%

8.3%

5.6%

62.6%

66.4%

49.9%

41.9%

32.0%

53.1%

1.8%

1.6%

1.6%

1.9%

2.6%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（ｎ＝625）

既に実施している 具体的に検討中 今後検討する予定

実施予定なし わからない 該当しない

無回答

①汚水発生量を減少させるための製造工程
　 の改善

②製造工程で発生した冷却水や処理水の
   再利用

③用水使用量の把握と削減目標の設定

④雨水を貯水して利用

⑤節水器具の設置

⑥土壌・地下水汚染を防止するための
   有害物質の適正な管理

19.3

11.1

20.7

5.8

19.3

-

21.2

12.5

22.1

6.6

21.2

-

23.2

13.7

21.3

6.3

23.2

29.2

53.7

41.1

45.4

11.6

29.1

68.6

54.4

41.8

45.2

11.5

37.0

70.1

0% 20% 40% 60% 80%

Ｈ17年度(n=327) Ｈ22年度(n=330)

Ｈ27年度(n=606) Ｈ30年度(n=646)

R6年度(n=625)
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(３)騒音・振動・悪臭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①防音壁や防音ダクトなどの設備の配置

②低騒音・振動型の機器・機材の導入

③脱臭装置の設置

④騒音・振動・悪臭を防止するための
   製造工程の改善

21.1%

23.5%

9.9%

14.6%

1.4%

3.2%

1.4%

2.4%

5.3%

8.5%

5.1%

8.3%

19.2%

14.9%

17.0%

13.6%

5.0%

5.9%

5.8%

5.9%

46.4%

42.4%

58.6%

53.3%

1.6%

1.6%

2.2%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（ｎ＝625）

既に実施している 具体的に検討中 今後検討する予定

実施予定なし わからない 該当しない

無回答

①防音壁や防音ダクトなどの設備の配置

②低騒音・振動型の機器・機材の導入

③脱臭装置の設置

④騒音・振動・悪臭を防止するための
　 製造工程の改善

19.2

24.2

12.2

16.8

20.9

24.0

11.5

15.8

23.3

28.1

13.0

18.8

51.2

52.7

34.2

48.5

50.2

56.5

38.3

49.1

0% 20% 40% 60%

Ｈ17年度(n=327) Ｈ22年度(n=330)

Ｈ27年度(n=606) Ｈ30年度(n=646)

R6年度(n=625)
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(４)廃棄物の減量・リサイクル 

 

 

 

 

 

 

  

①空き瓶・空き缶、古紙等の分別排出の実施

②資料等の作成枚数の最少化、両面コピー
   を指導

③リサイクルしやすい材料の使用の推進

④再生材や再生可能資源（紙、木材、
 　バイオマスプラスチック等）の使用の推進

⑤製品の包装や梱包の簡素化の実施

⑥廃棄物排出量削減やリサイクル率に
   関する目標の設定

90.2%

83.0%

40.3%

39.8%

29.4%

30.1%

1.0%

3.7%

5.6%

6.2%

5.6%

5.3%

2.1%

7.2%

17.0%

14.7%

12.2%

16.5%

0.8%

2.7%

13.3%

13.4%

9.1%

20.8%

0.8%

1.1%

8.0%

9.0%

5.8%

9.6%

3.8%

1.1%

13.8%

15.8%

37.0%

16.5%

1.3%

1.1%

2.1%

1.0%

1.0%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（ｎ＝625）

既に実施している 具体的に検討中 今後検討する予定

実施予定なし わからない 該当しない

無回答

①空き瓶・空き缶、古紙等の分別排出の実施

②資料等の作成枚数の最少化、
   両面コピーを指導

③リサイクルしやすい材料の使用の推進

④再生材や再生可能資源（紙、木材、
   バイオマスプラスチック等）の使用の推進

⑤製品の包装や梱包の簡素化の実施

⑥廃棄物排出量削減やリサイクル率に
   関する目標の設定

90.3

81.3

49.0

-

40.6

35.6

88.4

86.3

50.6

-

40.5

41.4

92.3

87.5

49.8

-

39.8

40.1

96.5

88.5

58.2

-

66.1

51.5

97.2

91.7

65.4

65.0

66.3

54.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ17年度(n=327) Ｈ22年度(n=330)

Ｈ27年度(n=606) Ｈ30年度(n=646)

R6年度(n=625)
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(５)地球環境保全・カーボンニュートラル・自然環境保全 

 

 
 

 

  

①事業所内の冷暖房温度の適切な管理

②不必要時には、電灯を消し、
   ＯＡ機器の電源を切る

③省エネ型の機器の導入

④照明の間引き点灯の実施

⑤エネルギー使用状況の把握

⑥省エネルギーに関する目標の設定

⑦エコドライブの実施

⑧2050年カーボンニュートラルに向けた
   2030年目標の設定

⑨再生可能エネルギー設備の導入

⑩再生可能エネルギー電気の調達

⑪グリーン燃料の調達

⑫気候変動適応策の推進、普及啓発活動

78.4%

86.6%

64.3%

59.5%

60.8%

38.9%

42.4%

14.6%

14.9%

14.9%

3.5%

13.9%

5.9%

4.2%

8.3%

5.0%

6.2%

8.5%

7.2%

7.8%

6.4%

5.9%

4.5%

6.4%

6.9%

4.6%

13.3%

7.5%

11.0%

19.5%

17.6%

23.5%

19.4%

21.4%

19.2%

20.8%

4.3%

2.9%

5.9%

21.3%

11.0%

19.5%

16.3%

25.8%

29.8%

30.1%

36.8%

26.9%

1.3%

0.8%

4.0%

3.0%

6.1%

9.1%

9.4%

18.9%

16.3%

18.2%

21.4%

23.0%

1.8%

0.2%

2.7%

2.4%

3.4%

3.2%

5.8%

7.7%

11.7%

8.0%

12.6%

7.5%

1.4%

0.8%

1.4%

1.3%

1.4%

1.3%

1.3%

1.8%

1.6%

1.4%

1.9%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（ｎ＝625）

既に実施している 具体的に検討中 今後検討する予定

実施予定なし わからない 該当しない

無回答

⑬事業活動による生物多様性への影響の
   把握・分析

⑭生物多様性に配慮された原材料の調達

⑮生物多様性の保全に役立つ技術の開発・
   普及

⑯所有地における多様な生きものが成育・
   生息しやすい環境整備や生物多様性の
   保全に貢献する土地管理の実施

⑰従業員に対する生物多様性の保全や
   持続可能な利用に関する教育の実施

⑱社会貢献活動として生物多様性の
   保全の取組の実施や支援

5.4%

5.9%

3.7%

5.6%

6.7%

8.2%

0.8%

1.0%

1.1%

1.0%

1.4%

0.8%

9.8%

10.2%

8.6%

8.8%

14.2%

14.6%

28.5%

23.7%

24.2%

26.6%

33.6%

31.0%

25.6%

25.4%

24.2%

24.8%

23.2%

25.3%

28.6%

32.5%

36.6%

31.8%

19.2%

18.6%

1.3%

1.3%

1.6%

1.4%

1.6%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（ｎ＝625）

既に実施している 具体的に検討中 今後検討する予定

実施予定なし わからない 該当しない

無回答



 

148 

  

①事業所内の冷暖房温度の適切な管理

②不必要時には、電灯を消し、ＯＡ機器の電源を
   切る

③省エネ型の機器の導入

④照明の間引き点灯の実施

⑤エネルギー使用状況の把握

⑥省エネルギーに関する目標の設定

⑦エコドライブの実施

⑧2050年カーボンニュートラルに向けた
　 2030年目標の設定

⑨再生可能エネルギー設備の導入

⑩再生可能エネルギー電気の調達

⑪グリーン燃料の調達

⑫気候変動適応策の推進、普及啓発活動

84.7

88.8

49.7

61.5

53.8

41.1

-

-

-

-

-

-

86.1

91.8

57.5

64.5

66

51.3

-

-

-

-

-

-

81.6

92.6

76.8

81.6

71

56.5

57.6

-

-

-

-

-

91.9

93.0

80.4

74.6

73.6

59.0

57.9

-

-

-

-

-

89.5

93.1

81.6

70.3

76.2

60.0

63.4

40.8

38.6

38.2

25.6

38.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ17年度(n=327) Ｈ22年度(n=330)

Ｈ27年度(n=606) Ｈ30年度(n=646)

R6年度(n=625)

⑬事業活動による生物多様性への
　 影響の把握・分析

⑭生物多様性に配慮された原材料の調達

⑮生物多様性の保全に役立つ技術の
   開発・普及

⑯所有地における多様な生きものが成育・
 　生息しやすい環境整備や生物多様性の
　 保全に貢献する土地管理の実施

⑰従業員に対する生物多様性の保全や
   持続可能な利用に関する教育の実施

⑱社会貢献活動として生物多様性の保全の
   取組の実施や支援

0

12.6

13.7

11.3

12.7

16.5

18.4

26.1

25.1

22.5

26.0

26.3

26.4

24.7

27.4

24.1

25.4

26.2

28.0

0 20 40 60 80 100

Ｈ27年度(n=606) Ｈ30年度(n=646)

R6年度(n=625)
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(６)活動その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①美化活動、森林整備、環境イベント等、地域
   の環境保全活動参加

②地域住民への環境関連情報の公開

③環境基金への寄付等、環境保全に対する
   資金的な支援

④ゴミや汚染物質の発生量が少ない
   商品の開発

⑤施設内の緑化をすすめる

⑥国際規格ISO14001、エコアクション21、
   環境GSの認証取得

⑦ネイチャーポジティブ宣言、自然共生サイ
   ト、新法 「生物多様性増進活動促進法」
   による増進活動実施計画

39.4%

14.6%

16.0%

7.2%

29.4%

38.1%

0.6%

3.0%

3.0%

4.3%

3.4%

4.2%

1.9%

1.4%

14.4%

12.3%

15.2%

11.2%

12.6%

6.6%

7.2%

24.8%

37.0%

34.7%

17.0%

29.8%

30.6%

43.4%

11.5%

17.6%

20.6%

10.4%

12.3%

12.2%

33.3%

5.3%

14.1%

7.7%

49.4%

10.1%

9.4%

12.5%

1.6%

1.4%

1.4%

1.4%

1.6%

1.3%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（ｎ＝625）

既に実施している 具体的に検討中 今後検討する予定

実施予定なし わからない 該当しない

無回答

①美化活動、森林整備、環境イベント等、地域の
   環境保全活動参加

②地域住民への環境関連情報の公開

③環境基金への寄付等、環境保全に対する
   資金的な支援

④ゴミや汚染物質の発生量が少ない商品の開発

⑤施設内の緑化をすすめる

⑥国際規格ISO14001、エコアクション21、
   環境GSの認証取得

⑦ネイチャーポジティブ宣言、自然共生サイト、
   新法「生物多様性増進活動促進法」による
   増進活動実施計画

57.1

26.8

28.5

19.1

49.8

28.7

-

55.1

28.5

26.4

16.7

44.8

30.2

-

49.0

24.6

25.0

18.9

43.9

40.3

-

54.0

31.4

27.8

38.7

50.5

51.2

-

55.5

32.4

35.2

36.5

47.5

51.3

15.9

0% 20% 40% 60%

Ｈ17年度(n=327) Ｈ22年度(n=330)

Ｈ27年度(n=606) Ｈ30年度(n=646)

R6年度(n=625)
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問 環境保全活動を実施して、得られているメリットはどのようなことですか。次

の中から、あてはまる番号すべてに○をつけてください。(○はいくつでも) 

 

 

 

  

地域や顧客からの信頼を得られた

経費が削減できた

社員の環境保全に対する意識を高められた

新しい製品やサービスが考案された

競争力が維持されている

取引上の優位性がある

環境保全活動を実施しているが、特にメリットはない

何のメリットがあるか、わからない

環境保全活動は実施していない

その他

無回答

27.4%

10.2%

33.1%

4.2%

5.0%

10.6%

12.6%

12.0%

26.2%

2.7%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40%

（n=625）
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地域や顧客からの信頼を得られた

経費が削減できた

社員の環境保全に対する意識を高められた

新しい製品やサービスが考案された

競争力が維持されている

取引上の優位性がある

環境保全活動を実施しているが、特にメリットはない

何のメリットがあるか、わからない

環境保全活動は実施していない

その他

無回答

26.7%

14.7%

37.3%

3.7%

6.4%

12.8%

9.2%

7.0%

26.0%

1.5%

-

31.2%

22.1%

43.3%

4.8%

4.2%

11.2%

11.2%

7.9%

22.4%

2.7%

-

29.2%

19.5%

41.3%

4.0%

5.8%

12.0%

10.4%

9.7%

21.9%

1.7%

-

28.8%

15.3%

35.9%

3.6%

4.3%

11.8%

11.5%

9.9%

26.5%

1.9%

-

27.4%

10.2%

33.1%

4.2%

5.0%

10.6%

12.6%

12.0%

26.2%

2.7%

2.7%

0% 20% 40% 60%

H17年度（n=327） H22年度（n=330）

H27年度（n=606） H30年度（n=646）

Ｒ６年度（n=625）
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問 貴事業所が実施している環境保全活動で、消費者や取引先などにPRしたいもの

は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。(○はいくつでも) 

 

【事業所の内部での活動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業所で出る廃棄物のリサイクル

再生紙など再生利用製品の積極的利用

太陽熱の利用や、太陽光発電など、自然エネルギー
の利用

排水・雨水などを利用した節水

低公害車の導入

国際規格ISO14001等の認証取得や環境活動評価
プログラムへの参加

その他

特になし

無回答

36.6%

23.4%

21.3%

2.7%

21.8%

17.9%

2.6%

32.8%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40%

（n=625）

事業所で出る廃棄物のリサイクル

再生紙など再生利用製品の積極的利用

太陽熱の利用や、太陽光発電など、自然エネルギー
の利用

排水・雨水などを利用した節水

低公害車の導入

国際規格ISO14001等の認証取得や環境活動評価
プログラムへの参加

その他

特になし

無回答

31.8%

33.9%

3.1%

2.1%

17.7%

15.6%

3.1%

36.7%

0.0%

37.6%

29.7%

7.3%

2.1%

20.0%

16.1%

3.3%

33.0%

0.0%

35.5%

25.6%

16.8%

2.5%

19.3%

19.5%

2.8%

31.5%

0.0%

34.5%

23.2%

16.1%

1.5%

18.6%

18.9%

1.7%

35.8%

0.0%

36.6%

23.4%

21.3%

2.7%

21.8%

17.9%

2.6%

32.8%

2.7%

0% 20% 40% 60%

H17年度（n=327） H22年度（n=330）

H27年度（n=606） H30年度（n=646）

Ｒ６年度（n=625）
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【消費者や取引先などに対する活動】 

 

 

  
自社取扱商品・容器などの回収やリサイクル

簡易包装など、包装材廃棄物の減量化

リサイクルしやすい材料を使用した商品の開発

地域の環境保全活動への参加

環境基金など、環境保全活動への資金的な支援

その他

特になし

無回答

15.5%

14.4%

8.0%

21.0%

7.4%

1.9%

49.0%

2.6%

0% 20% 40% 60%

（n=625）

自社取扱商品・容器などの回収やリサイクル

簡易包装など、包装材廃棄物の減量化

リサイクルしやすい材料を使用した商品の開発

地域の環境保全活動への参加

環境基金など、環境保全活動への資金的な支援

その他

特になし

無回答

15.6%

15.6%

9.2%

23.5%

3.7%

2.4%

47.4%

0.0%

20.0%

15.2%

6.1%

23.3%

6.4%

3.0%

45.5%

0.0%

16.8%

13.5%

6.4%

24.8%

5.4%

2.0%

47.5%

0.0%

11.7%

12.8%

4.8%

17.9%

4.3%

1.6%

46.9%

0.0%

15.5%

14.4%

8.0%

21.0%

7.4%

1.9%

49.0%

2.6%

0% 20% 40% 60%

H17年度（n=327） H22年度（n=330）

H27年度（n=606） H30年度（n=646）

Ｒ６年度（n=625）
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問 貴事業所では、環境保全活動に関して、社外の団体や地域社会へ協力していま

すか。あてはまる番号を１つだけ選び、○をつけてください。(○は１つ) 

 

 

  積極的に協力している

多少は協力している

あまり協力していない

まったく協力していない

わからない

無回答

14.6%

34.1%

21.6%

12.5%

16.3%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40%

（n=625）

14.6%

0.0%

0.0%

19.7%

14.2%

8.6%

22.0%

20.7%

5.9%

0.0%

14.3%

10.8%

13.0%

34.1%

50.0%

0.0%

42.5%

30.4%

24.3%

31.7%

34.5%

47.1%

20.0%

14.3%

36.5%

39.1%

21.6%

25.0%

100.0%

12.6%

27.9%

28.6%

22.0%

13.8%

17.6%

20.0%

42.9%

23.0%

6.5%

12.5%

25.0%

0.0%

9.4%

12.7%

20.0%

9.8%

6.9%

0.0%

40.0%

14.3%

10.8%

17.4%

16.3%

0.0%

0.0%

14.2%

13.7%

18.6%

12.2%

20.7%

29.4%

20.0%

14.3%

18.9%

23.9%

1.0%

0.0%

0.0%

1.6%

1.0%

0.0%

2.4%

3.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=625）

【業種別】

農林水産業（n=4）

鉱業（n=1）

建設業（n=127）

製造業（n=204）

卸売業（n=70）

小売業（n=41）

金融、保険業、不動産業（n=29）

運輸業（n=17）

通信業（n=5）

電気、ガス、水道、熱供給業

（n=7）

サービス業（n=74）

その他（n=46）

積極的に協力している 多少は協力している

あまり協力していない まったく協力していない

わからない 無回答
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4.2%

11.1%

13.9%

10.0%

19.3%

17.9%

41.7%

33.3%

33.3%

29.6%

32.1%

35.2%

33.9%

39.3%

41.7%

28.6%

20.8%

7.4%

22.4%

22.9%

26.6%

16.1%

8.3%

14.3%

12.5%

25.9%

13.9%

13.8%

8.3%

10.7%

0.0%

4.8%

25.0%

22.2%

16.4%

17.6%

11.9%

14.3%

8.3%

19.0%

4.2%

3.7%

1.2%

0.5%

0.0%

1.8%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1～4人（n=24）

5～9人（n=27）

10～29人（n=165）

30～99人（n=210）

100人～299人（n=109）

300～999人（n=56）

1,000人～2,999人（n=12）

3,000人以上（n=21）

積極的に協力している 多少は協力している

あまり協力していない まったく協力していない

わからない 無回答

16.5%

18.0%

16.8%

15.0%

14.6%

37.3%

36.0%

31.2%

30.0%

34.1%

25.4%

27.0%

26.2%

25.9%

21.6%

7.0%

9.0%

11.4%

13.2%

12.5%

11.3%

9.0%

13.4%

15.3%

16.3%

2.4%

1.0%

1.0%

0.6%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｒ17年度（n=327）

Ｈ22年度（n=330）

Ｈ27年度（n=606）

Ｈ30年度（n=646）

Ｒ６年度（n=625）

積極的に協力している 多少は協力している あまり協力していない

まったく協力していない わからない 無回答
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問 貴事業所では、環境保全に対する企業の役割について、どのようにお考えです

か。それぞれの項目について、あてはまるものを１つ選び、○をつけてください。

(○は１つ) 

 

 

  
①事業活動に伴う環境への負荷（排ガスや排水、廃棄物など）を
   できるだけ少なくする

②環境にやさしい商品等を製造・販売することで、消費者の
   行動を環境保全型へと誘導する

③自らが製造・販売した商品等については、最終的にそれが
   廃棄されるまで責任を持つ

④商品の環境に関わる情報などを積極的に公開、提供する

⑤開発途上国における公害問題など、国際的な環境保全に
   協力する

⑥企業も一市民として地域の環境保全活動へ参加、協力する

⑦国や地方自治体の環境保全施策に協力する

48.5%

29.4%

27.2%

21.9%

18.7%

28.0%

27.0%

44.0%

48.3%

40.6%

47.8%

45.1%

59.5%

60.2%

1.1%

4.6%

7.2%

7.7%

8.5%

0.8%

0.8%

4.8%

14.7%

22.2%

19.4%

24.5%

9.9%

9.1%

1.6%

2.9%

2.7%

3.2%

3.2%

1.8%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=625） 非常に重要である 重要である 必要ない わからない 無回答

① 事業活動に伴う環境への負荷（排ガスや排水、
　　廃棄物など）をできるだけ少なくする

② 環境にやさしい商品等を製造・販売すること
　　で、消費者の行動を環境保全型へと誘導する

③ 自らが製造・販売した商品等については、
　　最終的にそれが廃棄されるまで責任を持つ

④ 商品の環境に関わる情報などを積極的に公開、
　　提供する

⑤ 開発途上国における公害問題など、国際的な
　　環境保全に協力する

⑥ 企業も一市民として地域の環境保全活動へ
　　参加、協力する

⑦ 国や地方自治体の環境保全施策に協力する

83.0

73.9

66.2

66.8

62.3

73.6

75.3

83.5

75.3

65.8

68.9

61.8

77.0

75.9

83.5

72.7

63.3

66.2

61.1

75.5

75.1

85.1

75.2

66.9

67.8

65.3

77.5

77.5

85.2

75.2

70.7

69.7

66.9

79.0

79.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ17年度(n=327) 22年度(n=330)

27年度(n=606) 30年度(n=646)

R6年度(n=625)
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問 貴事業所では、今後、環境保全に対し、国や県などの行政にどのような対応を

望みますか。(自由記述) 

 

自由記述は97件であり、次表のとおり６つのカテゴリーに分けて集計しました。 

カテゴリー 件数 

情報提供・指導・啓発 34 

補助金や人的な支援 39 

ルール・制度の見直し・簡素化・効率化 15 

事務・事業の強化 3 

研究・開発の推進 1 

その他 5 

合計 97 
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４ 環境団体アンケート（抜粋） 

 

問 貴団体の所在地（事務所）はどこにありますか。あてはまる番号を１つ選び、回答欄に

記入してください。 

 

 
 

問 貴団体の会員数をお答えください。 

 

 
 

24

2

4

3

6

21

14

1

3

7

9

15

0 5 10 15 20 25 30

その他

太田市

伊勢崎市

桐生市

高崎市

前橋市

H30年度（n＝46） R6年度（n＝60）

25

3

3

6

15

8

17

5

6

4

7

6

0 5 10 15 20 25 30

50人以上

40-49人

30-39人

20-29人

10-19人

1-9人

H30年度（n＝46） R6年度（n＝60）
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問 貴団体では、どのような環境活動を実施していますか。次の中からあてはまるものを回

答してください。（複数回答） 

 

 

18.3%

33.3%

40.0%

26.7%

21.7%

6.7%

20.0%

11.7%

45.0%

30.0%

10.0%

28.3%

28.3%

6.7%

11.7%

21.7%

15.2%

50.0%

50.0%

21.7%

17.4%

10.9%

19.6%

2.2%

28.3%

30.4%

17.4%

28.3%

41.3%

6.5%

8.7%

23.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

その他

教育機関と連携した環境教育活動

自然体験等などの環境教育活動

ごみ減量化等に関する啓発活動

水環境の保全に関する活動

竹林整備に関する活動

森林整備に関する活動

市街地等の緑化に関する活動

環境美化活動

里地・里山の保全活動

外来生物の防除活動

希少動植物の保護活動

自然保護活動

エコ通勤・エコドライブに関する活動

自然エネルギー等を活用した

（省エネ等に関する）活動

地球温暖化防止活動

H30年度（n＝46） R6年度（n＝60）
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問 貴団体が関心のある環境関係の話題等について、おうかがいします。 

貴団体が、現在の活動以外で関心を持っている環境分野は何ですか。（複数回答） 
 

  

23.3%

30.0%

31.7%

3.3%

13.3%

11.7%

26.7%

28.3%

21.7%

33.3%

15.0%

28.3%

38.3%

36.7%

8.3%

5.0%

11.7%

5.0%

3.3%

23.3%

15.0%

10.0%

18.3%

43.3%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

6.5%

23.9%

6.5%

13.0%

28.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

SDGs

環境学習の推進

自然災害（農作物被害や感染症の流行拡大を含む）の

原因となる異常気象

花粉の飛散

熱中症被害

資源の枯渇

ごみ処理やリサイクルの推進

外来生物の侵入

希少動植物の保護

野生動物による被害

竹林の整備

森林の保全

里地・里山の保全

自然景観や生物多様性への影響

放射性物質

地盤沈下

土壌汚染

悪臭

騒音・振動

水質汚濁

化学物質による汚染

大気汚染

再生可能エネルギー

気候変動（地球温暖化）

H30年度（n＝46） R6年度（n＝60）
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 群馬県環境審議会委員名簿 

 

１ 群馬県環境審議会 委員 

 

 
 

２ 群馬県環境審議会環境基本計画部会 委員 

 

 
 

敬称略
選任

方法

阿久津　さとみ 烏川流域森林組合係長 林業

飯島　明宏 高崎経済大学地域政策学部教授 大気保全

伊藤　司 群馬大学大学院理工学府准教授 衛生工学

鵜﨑　賢一 群馬大学大学院理工学府准教授 河川工学

大澤　真奈美 群馬県立県民健康科学大学看護学部教授 公衆衛生

大平　真紀子 生活協同組合パルシステム群馬理事長 消費生活

須田　聡子 上毛新聞社経営企画室室長 ジャーナリスト

谷村　嘉恵 群馬工業高等専門学校環境都市工学科教授 環境工学

土倉　泰 前橋工科大学工学部教授 地盤工学 副会長

西村　淑子 群馬大学情報学部教授 法律(環境法) 会長

笛木　京子 環境カウンセラーぐんま 環境教育(地域活動)

丸山　真一 群馬大学大学院理工学府教授 騒音・振動

宮崎　沙織 群馬大学共同教育学部准教授 環境教育

宮里　直樹 群馬工業高等専門学校環境都市工学科教授 環境工学

山本　芳弘 高崎経済大学経済学部教授 環境経済

吉井　広始 群馬県自然環境調査研究会会員 生態系

天笠　淳家 JA群馬中央会副会長理事 JA群馬中央会推薦

星野　美価 前橋商工会議所女性会理事 群馬県商工会議所連合会推薦

星野　稔 沼田市長 群馬県市長会推薦

梅山　さやか 太田酒類食品有限会社

富岡　賢洋 高崎工業高校定時制臨時的任用教員

高木　優羽 高崎商科大学

田中　美咲 共愛学園前橋国際大学

板橋　英之 群馬大学大学院理工学府教授 環境化学

西薗　大実 前橋工科大学理事長 温暖化対策

備考

学
識
経
験
者

団
体
推

薦

公
募
委
員

委
員

専
門

氏名 役職名 校正分野

敬称略

氏名 役職名 校正分野 備考

西村　淑子 群馬大学情報学部教授 法律(環境法) 部会長

飯島　明宏 高崎経済大学地域政策学部教授 大気保全 職務代理

阿久津　さとみ 烏川流域森林組合係長 林業

笛木　京子 環境カウンセラーぐんま 環境教育(地域活動)

吉井　広始 群馬県自然環境調査研究会会員 生態系

西薗　大実 前橋工科大学理事長 温暖化対策 専門委員

梅山　さやか 太田酒類食品有限会社 公募委員

富岡　賢洋 高崎工業高校定時制臨時的任用教員 公募委員

高木　優羽 高崎商科大学 公募委員

田中　美咲 共愛学園前橋国際大学 公募委員
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 群馬県環境基本計画策定の経過 

 

１ 群馬県環境基本計画の策定（1997(平成９)年２月） 

 

２ 群馬県環境基本計画2001-2005の策定（2001(平成13)年３月） 

 

３ 群馬県環境基本計画2006-2015の策定（2006(平成18)年３月） 

 

４ 群馬県環境基本計画2011-2015の策定（2011(平成23)年３月） 

 

５ 群馬県環境基本計画2016-2019の策定（2016(平成28)年３月） 

 

６ 群馬県環境基本計画2021-2030の策定（2021(令和３)年３月） 

 

７ 群馬県環境基本計画2021-2030の見直し（2026(令和８)年３月） 

   2024(令和６)年９月12日 環境に関する意識アンケート調査実施(～10月４日) 

   2025(令和７)年６月23日 群馬県環境審議会(第１回)・環境基本計画部会(第１回) 

   2025(令和７)年10月24日 群馬県環境審議会環境基本計画部会(第２回) 

      2025(令和７)年11月11日 群馬県環境審議会 (第２回) 

      2025(令和７)年12月26日 パブリックコメント募集 (～１月24日) 

2026(令和８)年１月15日 群馬県環境審議会環境基本計画部会(第３回) 

2026(令和８)年１月23日 群馬県環境審議会 (第３回)・答申 

      2026(令和８)年３月18日 群馬県議会議決 
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 群馬県環境基本条例 

平成八年十月二十一日条例第三十六号 

改正 

平成十一年一二月二二日条例第七二号 

平成十二年 三月二三日条例第五〇号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策（第九条―第二十四条） 

第三章 地球環境保全の推進等（第二十五条） 

第四章 良好な環境の保全及び創造を図るための推進体制等（第二十六条―第二十八条） 

附則 

 

私たちのふるさと群馬は、豊かな森林、美しい山々、清らかに澄んだ川の流れなどのす

ばらしい自然に恵まれ、多種多様な動植物が生息している。また、古代からの歴史的文化

的な遺産も多く、全国に誇る良好な環境に恵まれている。 

しかしながら、近年の社会経済活動の進展は、私たちの生活の利便性を高める一方で、

生活環境の悪化や豊かな自然の減少をもたらし、人類共通の生存基盤である地球の環境に

対してまでも深刻な影響を及ぼすようになってきている。 

環境は、祖先から贈られたものであると同時に子孫からの預かりものである。私たちは、

健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する権利を有するとともに、その環境を将来の世代に

引き継ぐ責務を有している。 

その責務を果たすために、私たちは、すべての世代にわたり、一人一人が、水や森林な

どの地球上の資源は有限であることに思いをめぐらし、日常生活や事業活動などあらゆる

活動において環境に配慮するとともに、環境への負荷が少なく持続的に発展することので

きる循環型社会を築くことに積極的に取り組まなければならない。 

ここに、私たち県民は、共に力を合わせ、また、広く県域を超えた協力を確保しつつ、

良好な環境の保全及び創造を図り、うるおいとやすらぎに満ちた群馬を築くため、この条

例を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに県、事業

者及び県民の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人

類の福祉に貢献することを目的とする。 

一部改正〔平成一一年条例七二号〕 

（定義） 

第二条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であ

って、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 
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２ この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層

の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の

環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の

健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

３ この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動

に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の

底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のため

の土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に

密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含

む。）に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第三条 良好な環境の保全及び創造は、県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するととも

にその環境が将来の世代へ継承されるように適切に行われなければならない。 

２ 良好な環境の保全及び創造は、すべての者が自主的かつ積極的に環境への負荷を低減する

ことその他の行動に取り組むことにより持続的に発展することができる県土が構築されるこ

とを旨として行われなければならない。 

３ 地球環境保全は、地域の環境が地球の環境と深くかかわっていることにかんがみ、日常生

活、事業活動その他の人の活動において積極的に推進されなければならない。 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、良好な環境

の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、良好な環境の保全及び創造を図る上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市

町村が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策について支援するように努めるもの

とする。 

第五条 削除 

削除〔平成一一年条例七二号〕 

（事業者の責務） 

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生

ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全する

ために必要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又

は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物と

なった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有す

る。 

３ 前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止

するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係

る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように

努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原

材料、役務等を利用するように努めなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これ

に伴う環境への負荷の低減その他良好な環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、県が実

施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

一部改正〔平成一一年条例七二号〕 

（県民の責務） 

第七条 県民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に

伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 
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２ 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全及び創造に自

ら努めるとともに、県が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を

有する。 

一部改正〔平成一一年条例七二号〕 

（年次報告等） 

第八条 知事は、毎年、議会に、環境の状況及び県が良好な環境の保全及び創造に関して講じ

た施策に関する報告を提出しなければならない。 

２ 知事は、毎年、前項の報告に係る環境の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにし

た文書を作成し、これを議会に提出しなければならない。 

 

第二章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策 

（施策の策定等に係る指針） 

第九条 県は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たって

は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連

携を図りつつ総合的かつ計画的に推進するものとする。 

一 環境に関する情報提供の充実、環境教育及び環境学習の振興等により、環境に責任を持

つ人づくりを行うこと。 

二 豊かな自然の保全及び創造並びにその持続可能な利用並びに環境と調和できる地域形

成、環境に配慮した社会基盤整備等により、自然と共生できる地域づくりを行うこと。 

三 公害の未然防止、省資源及び省エネルギーの推進、廃棄物の適正処理及び減量化の推進

等により、環境への負荷の少ない循環型社会づくりを行うこと。 

四 行政、事業者及び県民の役割分担と参加のための仕組みづくりを行うこと。 

（環境基本計画） 

第十条 知事は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、群馬県環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 良好な環境の保全及び創造に関する目標 

二 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

３ 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ群馬県環境審議会の意見を聴か

なければならない。 

４ 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（県の施策と環境基本計画との整合） 

第十一条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たって

は、環境基本計画との整合を図るものとする。 

（環境影響評価の推進） 

第十二条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者

が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調

査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る良好な環境の保全及び創造に

ついて適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境の保全上の支障を防止するための規制） 

第十三条 県は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講

じなければならない。 

２ 県は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行

為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。 
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３ 前二項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措

置を講ずるように努めるものとする。 

（環境の保全上の支障を防止するための経済的措置） 

第十四条 県は、事業者又は県民が環境への負荷の低減のための施設の整備、研究開発その他

の適切な措置を自らとることとなるよう誘導するため、必要かつ適正な経済的措置を講ずる

ように努めるものとする。 

（公共的施設の整備その他の事業の推進） 

第十五条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及

び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支

障の防止のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設（移動

施設を含む。）その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整

備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるも

のとする。 

３ 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利

用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（資源の循環的な利用等の促進） 

第十六条 県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び県民が行う資源の循環的な利

用、エネルギーの有効利用並びに廃棄物の適正処理及び減量化が促進されるように、必要な

措置を講ずるものとする。 

（快適環境の創造等） 

第十七条 県は、地域の特性をいかした良好な景観、水と緑に親しむことができる生活空間、

歴史的文化的な環境その他の快適環境の創造又は保全を図るため、必要な措置を講ずるもの

とする。 

（環境教育及び環境学習） 

第十八条 県は、環境教育及び環境学習の振興並びに環境に関する広報活動の充実により、事

業者及び幼児を始めとするすべての世代の県民が良好な環境の保全及び創造についての理解

を深めるとともにこれらの者の良好な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進さ

れるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 

（自発的活動を促進するための措置） 

第十九条 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」と

いう。）が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の良好な環境の保全及び

創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

（情報の提供） 

第二十条 県は、環境教育及び環境学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う良好な環境の

保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつ

つ環境の状況その他の良好な環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう

に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第二十一条 県は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に

関する調査研究その他の良好な環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査研究を

推進するものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第二十二条 県は、環境の状況を把握し、及び良好な環境の保全及び創造に関する施策を適正

に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるもの

とする。 
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（環境管理及び環境監査の普及） 

第二十三条 県は、事業活動に係る環境への負荷の低減を図るために事業者が行う環境管理及

び環境監査について、その普及に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（県の率先実行） 

第二十四条 県は、事業者及び消費者としての立場にかんがみ、良好な環境の保全及び創造に

資する行為を率先して実行するものとする。 

 

第三章 地球環境保全の推進等 

第二十五条 県は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。 

２ 県は、国、国際機関等と連携し、良好な環境の保全及び創造に関する技術及び情報の提供

等を行うことにより、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。 

 

第四章 良好な環境の保全及び創造を図るための推進体制等 

（推進体制の整備） 

第二十六条 県は、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、良好な環境の保全及び

創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。 

２ 県は、市町村との連携及び民間団体等との協働により、良好な環境の保全及び創造に関す

る施策を推進するための体制を整備するものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第二十七条 県は、良好な環境の保全及び創造を図るために広域的な取組が必要とされる施策

について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第二十八条 県は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の

措置を講ずるように努めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成八年十一月一日から施行する。 

（群馬県自然環境保全条例の一部改正） 

２ 群馬県自然環境保全条例（昭和四十八年群馬県条例第二十四号）の一部を次のように改正

する。 

第一条中「、自然環境の保全の基本理念その他自然環境の保全に関し基本となる事項を

定めるとともに」を削り、「定めることにより、自然環境の適正な保全を総合的に推進し」

を「定め、自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く県民が自然環境の

恵沢を享受するとともに、将来の県民にこれを継承できるようにし」に改める。 

第二条を次のように改める。 

（県等の責務） 

第二条 県、市町村、事業者及び県民は、群馬県環境基本条例（平成八年群馬県条例第三十六

号）第三条に定める基本理念にのっとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞ

れの立場において努めなければならない。 

第四条を次のように改める。 

第四条 削除 

第六条を次のように改める。 

第六条 削除 

第八条から第十条までを次のように改める。 
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第八条から第十条まで 削除 

一部改正〔平成一二年条例五〇号〕 

附 則（平成十一年十二月二十二日条例第七十二号） 

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成十二年三月二十三日条例第五十号抄） 

（施行期日） 

第一条 この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。ただし、第十章第二節及び第百二十四条の規定は、公布の日から施行する。 

（規則への委任） 

第十一条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。 
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 SDGsと実施施策との関係 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

貧困 飢餓 健康・福祉 教育 ジェンダー 水・トイレ エネルギー 働きがい・経

済成長

1
地球温暖化
対策の推進

１ 脱炭素社

会の実現に

向けて

３ 再生可能

エネルギー

の導入拡

大・地産地

消

４ 水素利用

の普及

３ 再生可能

エネルギー

の導入拡

大・地産地

消

2
持続可能な
循環型社会
づくり

２ 廃棄物等

の適正処理

の推進

４ 持続可能

な社会を支

える人づく

り

２ 廃棄物等

の適正処理

の推進

１ ５Ｒの推

進

１ ５Ｒの推

進

４ 持続可能

な社会を支

える人づく

り

3

自然との共
生と森林
(もり)づく
り

３ 野生動物

対策と外来

生物対策へ

の取組

２ 生態系に

応じた自然

環境の保全

と再生

２ 生態系に

応じた自然

環境の保全

と再生

４ 自然との

ふれあいの

拡大

５ 森林環境

の保全

4

安全・安心
で快適な生
活環境づく
り

２ 大気環境

の保全、騒

音・振動・

悪臭の防止

３ 有害化学

物質等によ

る環境リス

クの低減

１ 水環境・

地盤環境の

保全、土壌

汚染対策の

推進

３ 有害化学

物質等によ

る環境リス

クの低減

　　　　SDGs

分野
(４つの柱)
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9 10 11 12 13 14 15 16 17

産業・技術革

新

不平等 住み続けられ

る街

つくる責任・

つかう責任

気候変動 海の豊かさ 陸の豊かさ 平和・公正 パートナー

シップ

１ 脱炭素社

会の実現に

向けて

３ 再生可能

エネルギー

の導入拡

大・地産地

消

４ 水素利用

の普及

１ 脱炭素社

会の実現に

向けて

１ 脱炭素社

会の実現に

向けて

２ 気候変動

適応策の推

進

４ 水素利用

の普及

５ 二酸化炭

素吸収源対

策

６ フロン類

排出抑制対

策

１ 脱炭素社

会の実現に

向けて

５ 二酸化炭

素吸収源対

策

６ フロン類

排出抑制対

策

３ 再生可能

エネルギー

の導入拡

大・地産地

消

１ ５Ｒの推

進

５ 多様な主

体との連

携・パート

ナーシップ

の強化、自

主的取組の

拡大

３ 災害廃棄

物処理体制

の強化

１ ５Ｒの推

進

１ ５Ｒの推

進

１ ５Ｒの推

進

３ 災害廃棄

物処理体制

の強化

４ 持続可能

な社会を支

える人づく

り

５ 多様な主

体との連

携・パート

ナーシップ

の強化、自

主的取組の

拡大

４ 自然との

ふれあいの

拡大

１ ネイ

チャーポジ

ティブ経済

の推進

２ 生態系に

応じた自然

環境の保全

と再生

５ 森林環境

の保全

６ 里山・平

地林・里の

水辺の再生

５ 森林環境

の保全

１ 水環境・

地盤環境の

保全、土壌

汚染対策の

推進

２ 大気環境

の保全、騒

音・振動・

悪臭の防止

３ 有害化学

物質等によ

る環境リス

クの低減

３ 有害化学

物質等によ

る環境リス

クの低減

１ 水環境・

地盤環境の

保全、土壌

汚染対策の

推進

１ 水環境・

地盤環境の

保全、土壌

汚染対策の

推進

４ 快適な生

活環境の創

造


